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序文 

近年、気候変動についての世論は抜本的な行動に賛同する方向に大きく変わっ

てきています。気候変動と原油価格に関する懸念は、重なり合っている部分が

あります。両者ともに炭素依存傾向を減少させることを目指しているという部

分です。エネルギー安全保障もまた同様に議題に上がるようになりました。 

今こそが行動のときであると思うのは数々の理由があります。私達の挑戦は枠

組みを設定することです。その枠組みは排出量が（a）十分に（b）知覚できる

速度で減っていくものでなければなりません。少なくともこの課題の本質と、

取り組みへの必要性から、高レベルのコンセンサスが得られているのは喜ばし

いことです。 

今日では気候変動は人類に深刻な危機をもたらすという事実が広く知られてい

ます。原油価格が 1 バレル 100 米ドル以上 で資源も不足しているということか

らエネルギー安全保障が非常に重大な課題であることは誰もが認めています。

現在、経済を炭素依存型から移行すべきであるという点について合意が得られ

ています。ほとんどの人がこのような根本的な移行を行うにはインセンティブ

を与え、奨励し、義務付けるような、国別そして国際的な枠組みを設定するこ

とが必要であると考えています。 

では、どのような方法で実行すればいいのでしょうか？私達が目的地に到達す

るための十分に根源的な枠組みとはどのようなものでしょうか？そして私達は

現在どこにいて、そして実際どの程度の速度で進むべきなのでしょう？経済成

長を本質的に変えることについて十分承知していなければ、予測されている劇

的な気候変動を避けることはできないでしょう。そこに到るまでの現実的な枠

組み設定をしておかなければ、同意を得ることはできないでしょう。 

各国の市民は気候への損害についてすでに警告を受けています。そして同時に

それを避けるため大規模な措置が必要であることについても警告を受けていま

す。政治指導者たちに与えられた使命は国内外に適正な行動を起こし、地球経

済を低炭素成長の軌道に乗せることです。しかしそれを人々が当然のこととし

て願う、成長と消費に伴う物質的･社会的利益を完全に損なわない形で行うこと

が大切です。何よりも世界のより貧しい地域に住んでいる人たちへの不当な影

響は避けなければなりません。この課題は非常に複雑で、データの多くが不正
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確であることに加え、政治家、専門家、関係団体が非常に慎重を期する形でや

りとりを行っています。「どのような方法で？」という質問に対する答えは戦

後のブレトン･ウッズ体制の制定以来、国際コミュニティーが取組んできたあら

ゆる問題と同様、非常に難解です。 

 UNFCCC は「世界の政策」の策定を任されています。そしてそのような責任を

負うことができるのは彼ら以外にありません。この報告書は課題について綿密

な計画を練り、現在入手可能な情報を 1 つにまとめ、解決のための糸口を提案

することが目的です。適正･公式な国連の手順のサポートとなることも目的のひ

とつです。 

しかしまず、私達は現在抱えている大きな政治的危機に目を向けねばなりませ

ん。 

科学者、NGO、専門家のコミュニティーには、今すぐに温室効果ガスの排出を

削除するための急進的な行動を望んでいる人たちがいます。他方、政治指導者

側の立場にいる人たちは、経済成長を損なうことなく問題を解決するという彼

らの力では及ばない要求をされていることに対し懸念を抱いています。この両

者の間には大きく、危険な隔たりがあります。 

次のような方法で検証してみましょう。多くの人の抱いている中核的な要求は

2020年の暫定目標が2009年末のコペンハーゲンでの国連交渉時の会議で可決さ

れることです。先進国には排出量を 25-40%削減するという目標が求められてい

ます。これは非常に厳しい数値です。もう少し詳しく分析すると、それがさら

に厳しい数値であることがわかります。目標は 1990 年をベースラインとして設

定されています。つまりほぼ 20 年前の測定値がこの先 11 年間の基準として使

用されるのです。しかし多くの先進国では 1990 年以降排出量は減少ではなく増

加の傾向にあります。米国では 16%以上、日本では 7%以上の増加が見られてい

ます。ヨーロッパでは数カ国が、中でもドイツと英国は減少しています。しか

しここ 3 年間、ヨーロッパ全体では、ほぼ横ばい状態です。つまり、1990 年の

ベースラインを引くことは目標をより困難なものにしてしまうのです。 

つまり米国、ヨーロッパと日本にここ 12 年間横ばいまたは増加傾向にあった排

出量を、前例がないほどの割合でこれからの 12 年のうちに削減するように求め

ているのです。そしてこのことが 2020 年までに排出ピークを迎えるためには必

要だというのです。 

科学者は「不可欠だ」というでしょう。 

政治指導者は「果たして可能だろうか？」と問うでしょう。 
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環境問題に関する私達の知識が増えるにつれ、多くの計算値が深刻な議論の対

象になるほど正確ではないということが解明してきています。例えば、2020 年

までの排出量の 25-40%削減についてはこれまで取り上げてきたとおりです。し

かし明らかに 25％と 45％では大きな差があります。ある人は温暖化を 2° C より

も少なく抑えるには 500ppmv まで削減しなければならないといいます。450ppmv
という人もあればそれよりも少ないという人もいます。世界の排出量がピーク

に達するのが遅くても 2020 年でそれよりも遅くなると気候に不可逆的な被害が

及ぼされると主張している人がいます。通常科学コミュニティー以外では、そ

れを 2025 年だという人もあれば、2030 年まで問題ないという人もいます。 

そしてまた簡単に見逃してしまいがちな、重大で深刻な政治的現実がいくつか

あります。 

• エネルギー効率は必要な収益の 4 分の 1 近くを補うことができ、その結

果、経費の節約が可能ですが、その重大性にはなかなか目が向けられま

せん。 

• 中国とインドの新しい発電所の大半は「おそらく石炭火力」発電になる

のではなく、事実、石炭による火力発電になります。炭素回収・貯留技

術の開発は「選択肢の一つ」ではなく文字通り「必要不可欠」なのです。 

• いくつかの国が原子力発電の復興に乗り出さなければ、世界中の政策の

有効性を見極めることは難しくなるでしょう。 

• 現在、大気中の CO2 排出蓄積量の 70-80%は先進国の排出によるものです。 

• 米国が最も厳しい削減目標を達成しても、中国が現在のまま進み、イン

ドもそれに追従した場合、気候はやはり不可逆的な被害を受けることに

なるでしょう。 

• 途上国が継続的に成長するには資金と技術が必要です。それなしでは与

えられた時間内に排出量のピークを迎えその後減少に転じることは不可

能になります。 

• 森林削減は環境問題全体の 15-20％を占めています。 

• セメント、鉄鋼、そしてとりわけ電力などの主要セクターは全排出量の 3

分の 1 という大きな割合を占めています。 

• 航空機、船舶の燃料は 5%ですが環境問題に占める割合は増加しつつあり

ます。 
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• 適正に実践すれば軽減費用は調達可能な範囲です。予測額を下回る可能

性もあり、将来的に展開する新しい低炭素の経済となることが見込まれ

ています。 

 

他にも厳しい政治的な状況があります。科学は留まることなく進歩しています。 
ひとつ確実なのは 2008 年現在言われていることはコペンハーゲン会議が開催さ

れる時には変わっているという事実です。まして 2012 年や 2015 年では言うま

でもありません。私達の知識は常に成長しています。ここでひとつ、確実な予

言をしましょう。技術は私達が予測できない方法に進化していくものです。  し
かしはっきりとしたインセンティブを提示すれば、市場は必ずそれに反応し、

人類の創造性や発明の技が躍動し始め、今日ではまだ見えていない答えが明日

見えてくるかもしれないのです。 

他にも、難解で、政治的にデリケートな多数国間の交渉に参加したことがある

人には理解していただける大きな政治的危機も抱えています。コペンハーゲン

会議において、明白な政治的方向性を事前に設定せずに自由な議論が展開され

ることは、会議出席者にとっては悪夢となるでしょう。さらに危険なのはその

ような状況では参加国は現実的に達成可能だと判断した最高値を設定しようと

せず、自分達が譲歩することを承知したミニマリストの立場で会議に挑もうと

することです。その結果、同意は最低限となり、世界をほとんど前進させるこ

とがない複雑に入り組んだ機構が設けられるでしょう。そして世論は失望し、

人々には不満が残されるでしょう。 

他方、まったく別のより良いグローバル取引のアプローチの仕方があります。

不可欠なのは、世界が、特にビジネスの世界が、コペンハーゲンから明快･明白

で根本的な方向性を得るということです。進む速度は様々で、時間とともに調

整されることもあるでしょう。しかしその方向は単純で、明確であることを全

員が理解する必要があります。そのような交渉は次の点に基礎を置くことがで

きるでしょう。 

A. エネルギー安全保障と気候変動の原因に関する傾向と科学者、政治家の

意見の傾向は明らかです。私達は成長の仕方を炭素への依存度を抜本的

に減らす方向に変更していかねばなりません。それが 2050 年の 50%削減

目標の同意を今、達成しなければならない理由です。 
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B. コペンハーゲンでは排出削減を可能にするために先進国にも途上国にも

明確な方向を示すことが欠かせません。それには例えば現在進行中の変

化のプロセスについて認識しておくこと、先進国には暫定目標の方針を

確立することなどがあげられます。もちろん現在と 2050 年では私達の行

動や知識には大幅な相違があるだろうということにも留意しておかなけ

ればなりません。 

C. 北海道洞爺湖 G8+5 と主要経済国会合（MEM）では重大な 2050 年目標に

ついて同意しなければなりません。そして地球規模の交渉に向けた中核

的要素を確認する必要があります。 

D. そこから必要とされる研究や分析に関しての要求が生じてきます。これ

が中核的要素についての同意の後ろ盾となる事実上の実質･本質的な支

えとなります。 

E. 2009 年イタリアで開催される G8+5 とそのほかの主要な経済国（例えば

MEM 等）では、中核的要素と相互に相容れる方法について合意し、国連

のコペンハーゲン会議にその内容を盛り込み「世界の政策」を策定しま

す。 

 

F. コペンハーゲン合意は政治的な実現性を最大化したものとなり、合意時、

例えば 2009 年に達成可能であるべきです。 

G. その後、実際に実行されたこと、何が欠けているのかを定期的に見直し、

同意が調整できるようなプロセスについて決定する必要があります。こ

れはより主要経済国で構成される小規模なフォーラムで行い、国連のプ

ロセスに加えるべきです。つまり、2009 年やその直後に終結するような

課題に対するひとつの結論を出すという形ではなく進化する交渉にする

という発想です。 

H. コペンハーゲンはそこから初めて任務に取りかかります。この際、世界

の排出量の 75%を占める国々からの政治的方向性が含まれていること、

すべての課題を一気に解決するものではないこと、そしてこの先私達の

行動と知識がより明らかになった際、さらに抜本的なステップに進める

よう継続的な政治プロセスが行われるようになるということを考慮して

おくことが大切です。 
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このような方法で物事を進めるのはひとつの基本的な仮説があるからです。そ

れは現在私たちが直面しているこの問題は政治的な意志のひとつではないとい

うことです。政治的なジレンマは「事実かどうか」ではなく「方法」にあるの

です。この仮説にはそれなりの背景がありました。 中国やインドのような国々

がこれまでのような、「豊かな先進国が作った問題である以上、先進国で解決

すべきである」という姿勢ではなくなったことです。中国やインドは気候変動

が「自分達の」問題であり「他人事」ではないことがわかりました。どのよう

にして取組んでいくのかには公平性を考えなければなりません。しかしどこで

排出されたかにかかわらず、気候変動はニューヨークでも上海でも等しく生じ

ています。 そしていうまでもなく、気候変動の打撃に対して最も脆弱なのは世

界の一番貧しい国々なのです。 

 同じように今日では米国も短期的な排出削減を実行する第一の責任は先進国

にあるということで広く一致しています。日本では福田首相の指導力のおかげ

で世論が動きました。ヨーロッパでは行動の必要性について誠実で真剣なコン

センサスが得られています。 

挑戦は願いごとのひとつではありません。私達に低炭素社会の未来をもたらす

軌道を明らかにするための取組みです。これは公正で実現可能な挑戦であり、

また同時に根本的で現実的でもあります。 

本報告書ではこのような取組みに着手するための要点とその背景にある考え方

について説明しています。 

 

トニー･ブレア 
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エグゼクティブ・サマリー 

A. 課題は途方もなく大きい 

今では，気候変動とその結末については，反論を許さない証拠があります。不

確かなところも残ってはいますが，元に戻すことのできない悪影響の危険性が

高いことは明らかです。 

• 2007 年 11 月，「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」に 100 を超

える国々から参加した 2500 人以上の科学者たちが出した結論は，「気候

システムの温暖化は間違いなく発生しており」，人間の活動がその原因

である「可能性が非常に高い」というものでした。 

• 最近の研究では，気温上昇を 2℃程度に抑える必要があるとされています。

温暖化がこのレベル以上に進めば，元に戻せないほどの壊滅的な気候変

動が起こる危険性が大きいことが示唆されています。 

•  2005 年、大気中の二酸化炭素換算（CO2e：温室効果ガスの基準）濃度

は 455 百万分体積率（ppmv）の二酸化炭素と同等の濃度レベルでした。

煙露質の影響を考慮すると、実質濃度は 375 百万分体積率（ppmv）でし

た。 

• 温暖化による気温上昇を約 2℃に抑えるための目途をある程度立てるに

は，最高 475 から 500ppmv 程度までに濃度上昇を食い止めてから（煙露

質含む）減少に転じさせ，23 世紀までに 400 から 450ppmv で安定させる

必要があります。 

• こうした CO2e 濃度抑制の道のりを実現するには，2020 年までに世界の

年間排出量の増加を食い止め，2050 年までに世界の年間排出量を（京都

議定書の基準年である）1990 年の水準から少なくとも半減する必要があ

るというのが，科学的な大方の見方です。しかし，世界の排出量増加を

2020 年までに食い止めるには先進国による迅速で大規模な排出量削減が

必要ですが，今日，それが出来るかは疑わしい状況です。 

• 1990 年，世界で排出された CO2e は約 400 億トンでした。今日では，こ

の数字は 550 億トンと推定されます。行動を起こさなければ，2030 年ま
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でに 600 億トン，2050 年までに 850 億トンにまで増えるでしょう。増や

さずに半減させるためには，2050 年までに 200 億トン以下にまで抑える

必要があります。 

• 世界の人口が予想どおり 90 億人にまで増えるとすれば，2050 年までに年

間一人あたりの平均CO2eを約 2トンに抑えなければならないということ

になります。今日の世界平均は 8 トンで，アメリカでは 20 トン以上，ヨ

ーロッパと日本で 10 トン，中国で 6 トン，インドで 2 トンです。 

• これらすべてから，世界経済が大きく変わる可能性があるということが

わかります。炭素をこの水準にまで減らしながら現在の経済成長水準を

維持するには，炭素生産性（炭素 1 トンあたりの GDP）を今後の 40 年間

で 10 倍に増やす必要があります。行動面と技術面で大きな変化を起こさ

なければ，これを実現することはできないでしょう。 

B. この課題は達成可能である 

• すでにある技術と実用化が近い技術とで，今後の 20 年間で必要な削減の

約 70%を達成できます。 

• エネルギー効率を高めるだけで，エネルギー需要を 20～24％減らし，年

間数千億ドルの費用を削減することができます。 

• 風力や原子力などの低炭素エネルギー源が今日すでに大規模に活用され

ており，拡大することも可能です。 

• サトウキビを原料としたバイオ燃料や次世代リグノセルロース系バイオ

燃料は，ほかの比較的持続可能性の低いバイオ燃料と比べると，食糧や

土地利用に対する影響をはるかに減らししながら，輸送分野に大きな可

能性をもたらします。 

• 導入間近の新しい技術もあります。炭素回収・貯留（CCS）や新輸送燃料，

太陽光，エネルギー使用を監視するための情報技術の活用などで，これ

らはすべて，排出量大幅削減の可能性を開いてくれます。 

• 世界の天然の二酸化炭素吸収源，すなわち森林を保護することも大変有

効です。現在，CO2e 排出量の 15～20％が森林破壊によるものです。 
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C. 経済に悪影響を与えずに課題を達成できる 

• さまざまな予測で排出量削減が経済に影響を与えると示されていますが，

IPCC もスターンレビューも，この影響は比較的小さい――たとえば，最

近の石油価格高騰と比べてずっと小さい――としています。 

• 費用は民間部門と政府借入金によって長期的にまかなわれることになり

そうで，通常の資本交換サイクルと比べればそう大きな額ではありませ

ん。したがって，ある年度の GDP 成長に対する実際の影響は非常に小さ

くなり，プラスとなることもありそうです。 

• 新しい低炭素経済への移行の中で大きな投資がなされ，雇用とビジネス

チャンスが生まれるでしょう。たとえば，今日，再生可能エネルギー分

野で200万人以上が雇用されており，新しい環境技術に対する投資は1998
年から 2007 年のあいだに 100 億ドルから 660 億ドルに増加しています。 

• 貿易は微妙な問題となりますが，貿易の流れに対する影響はそう大きく

ならないことを示す証拠があります。 

• 酸性雨やフロンガスといった過去の環境問題に関する経験からすれば，

コストは誇張されることが多いものです。どちらのケースでも，実際の

コストは当初見積もり額の 1/3 以下でした。 

D. 気候変動への取り組みがエネルギー安全保障につながる 

エネルギーの効率化，再生可能エネルギー，バイオ燃料，原子力といった，
可能性のある削減対策の約半数は，エネルギー安全保障を高めるのに役立
ちます。そのほかの緩和対策も，大部分はエネルギー安全保障に対してな
んら影響を与えるものではありません。また、潜在緩和はエネルギー安全
保障に対して3％以下です。  

• ただし，気候に配慮しないでエネルギー安全保障を追求すれば，特に石

炭の使用を増やしたり，タールサンドのようなエネルギー集約型資源の

使用を増やしたりすれば，気候に対して悪影響を及ぼすことになります。 

• しかし，気候とエネルギー安全保障の両方を追求すれば，エネルギー供

給ははるかに多様化し，エネルギーの現地生産の範囲が広がり，輸入さ

れた石油やガスへの依存が減るでしょう。 

• 気候とエネルギー安全保障の問題に取り組まなければ，将来，気候の影

響と資源不足によって対立が起こる危険性が高まります。 
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E. 変化を起こすことに選択の余地はなく，必ず行わなければならない 

• 気候変動はすでに起こっており，たとえ強力な処置を講じたとしても，

今後も起こり続けるでしょう。 

• 沿岸地域に住む 10 億人を超える人々が洪水の危険にさらされており，徹

底的な処置を講じたとしても，影響を避けることはできません。 

• 干ばつ，農業形態の変化，暴風雨の激化，病気の蔓延といった影響が起

こり，特にもっとも貧しくてもっとも弱い人たちのため，これらに対す

る対策を講じる必要があります。 

• 地域の保険システムと世界的な再保険システムによる効果的な安全策を

提供するため，保険が大きな問題となるでしょう。低所得の家庭向けに

新しい形態のマイクロ・インシュランス（小規模保険）が必要となるで

しょう。 

F. 先延ばしは危険で費用もかさむ 

• 気候変動の危険に対する科学的な見地からの憂慮は，時間の経過ととも

に減るどころか，増える一方です。 

• 先延ばしすればするほど，削減にかかる費用は大きくなり，経済改革は

より痛みを伴う急激なものとなり，適応にかけなければならない時間や

費用も大きくなるでしょう。最近のアメリカのレポートによれば，排出

量削減の開始を 2010 年から 2020 年に遅らせた場合，必要となる年間削

減量はほぼ 2 倍になります。 

• 中国，インド，その他の開発途上国は，大規模なエネルギー投資の多く

を今後の 10 年間に行います。この電力インフラをできるだけエネルギー

効率のよいものにするための時間は少ししかありません。これを後で達

成するには，はるかに多くの費用が必要となります。 

• 森林破壊を食い止めなければなりません。さもなければ，二酸化炭素吸

収源の破壊が進んで元に戻せなくなり，もっと費用のかかる対策をほか

で講じなければならなくなります。 

上記のことを考えれば，気候変動に関する国際的な取り決めが不可欠です。こ

うした取り決めがなければ，それぞれの国で行動を起こすことはできても，先

進国と開発途上国の両方での変化のプロセスを促進する枠組みの中で協調して
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行動を起こした場合と比べ，累積効果はずっと小さくなります。国連気候変動

枠組み条約（UNFCCC）のもとで 2007 年 12 月に合意されたバリ行動計画は，

2009年12月にコペンハーゲンで行われる京都議定書後の話し合いに対する全体

的な方向性を示しています。本レポートの目的は，世界的な取り決めに含まれ

るべき中心的な要素や，それらに対する理解を広げ深めるために必要な研究，

そしてそれらを相互に関連付ける方法を示すことです。今後，2009 年 G8 のた

めのレポートで，これらの要素をどのようにして首尾一貫した取り決めにまと

めることができるのかを示していくことになります。 

世界的な取り決めの中心となる 10 の基本要素を特定しました。 

1.  全体目標 

これがすべての出発点です。そのため，全体目標は方向性をはっきり示すもの

でなければなりません。2050年までにCO2e排出量を少なくとも半減しなければ

ならないということについて，ますます意見が一致しています。しかし、ベー

スラインがどのようなものであるべきかについての異なった意見があります。

国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）は京都議定で明確にされた1990年のベー

スラインを用いていますが、もっと最新のものを用いるべきだという人もいま

す。これは，2050年までに年間排出量を200億トン以下にまで削減しなくては

ならないということを意味します。 

今後の課題 

• このような目標をどのように示すべきでしょうか？ 基準値に対するパ

ーセント？ それとも絶対値？ 

• パーセントの場合，1990 年を基準にすべきでしょうか？ 各国目標に対

して基準年はどのような意味合いをもつのでしょうか？ 

2.  中間目標 

2050 年の目標だけを設定しても，元に戻せなくなるほどの排出量増加に変化を

起こし，食い止めるための道のりを示すことはできません。科学的な見地から，

世界規模での排出量増加を食い止める期限を設けることが重要だとわかってい

ます。 
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今後の課題 

• 何年に対して目標を設定すべきでしょうか？ 2020 年，それとももっと

あと？ 

• その期限までの削減目標はどのくらいに設定すべきでしょうか？ これ

により先進国に何が要求されるのでしょうか？ 

• 目標は絶対値で示すべきでしょうか？ それとも削減率で？ もしくは

排出量増加を止める年？ 

3.  先進国の責任と炭素市場 

先進国世界は排出量の増加阻止と削減にすぐに取りかかる必要があります。こ

れを実現するための主な仕組みは，拘束力のある排出量上限と排出枠取引のた

めの国際炭素市場を組み合わせたものであるべきです。先進国はまた，排出枠

を守る方法についての国レベルの実行計画を提出すべきです。排出枠に対する

基準年をいつにするかは重要な問題です。京都では 1990 年を基準年とすること

で合意されましたが，それ以来，状況は大きく変化しています。 

今後の課題 

• 先進国が目標とすべき全体的な削減水準はどのくらいでしょうか？ 

• どのようなプロセスで各国の排出枠を決定すべきでしょうか？ 

• 各国の排出枠をどのように示すべきでしょうか？ 絶対値か、それとも

基準点からの削減率でしょうか？ 基準点を用いるとすれば，何年を基

準とすべきでしょうか？ 

• 既存および計画中の国や地域レベルの炭素市場をどのように世界市場に

統一すべきでしょうか？ 

• コペンハーゲンで構築される炭素市場の一環として，京都クリーン開発

メカニズム（CDM）をどのように改革すべきでしょうか？ 

• 国際炭素市場はどのように管理されるべきでしょうか？ 
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4.  開発途上国世界の分担 

バリでは，全体目標達成のための開発途上国による分担は「共通だが差別化し

た」ものであるべきだという合意がなされました。できるだけ成長との整合性

のとれた排出量削減のための国単位の実行計画に従って努力し，ある時点で排

出量増加を食い止め，その後，減少に転じさせるという義務を課す必要があり

ます。こうした義務を果たすには，それらを支える技術と資金援助が必要とな

ります。開発途上国で用いるべき方式には，改革した CDM やエネルギー効率に

対する「負けのない」インセンティブ，産業部門レベルでの炭素生産性向上な

どがあるでしょう。 

今後の課題 

• 国単位の実行計画はどのように作成するべきでしょうか？ 

• 開発途上国の排出量のピーク年はいつにすべきでしょうか？ 

• その結果，どの程度の削減が可能でしょうか？ 

• 技術が活用可能となり，資金援助が受けられるとすれば，開発途上国は

さらにどんな義務を負うべきでしょうか？ 

• 急速に産業化が進んでいる国，比較的産業化のスピードの遅い国，極貧

国をどのように区別すればよいのでしょうか？ 

• 部門レベルでどのような仕組みを用いれば，より深く，より迅速な行動

を起こすためのインセンティブや投資がもたらされるでしょうか？ 

• 開発途上国が炭素市場に参加する方法は他にあるでしょうか？ 

5.  部門別対策 

炭素価格は必要な変化を推進するために必要になりますが，これだけでは十分

ではないかもしれません。産業部門レベルでの対策もまた，変化を推し進める

ための重要な手段となる可能性があります。先進国は，国家政策の一環として

部門別目標を用いる可能性があり，一方的な部門別のインセンティブ方式は，

開発途上国の取り組みの加速に役立つかもしれません。多くの国で同様の機会

があるなら，部門別アプローチは国際的な協力を得て，各国の目標達成を促進

することになるかもしれません。 
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今後の課題 

• 排出枠を守るため，先進国が部門別方式をもっとも効果的に活用できる

方法はどんなものでしょうか？ 

• 一方的な部門別インセンティブ方式は，開発途上国向けにはどのような

内容にすればよいのでしょうか？ 

• どのような場合に，産業部門の国際協力が各国により意欲的な目標を受

け入れ，達成させる助けとなるのでしょうか？ 

• 国際航空や船舶輸送（いわゆる「バンカー燃料」）など，現在は各国排

出枠の対象外となっている部門にも部門別計画は必要でしょうか？ 

6.  資金調達 

世界が全体目標を達成できる可能性は以前よりずっと高くなっています。また，

開発途上国による対策の前倒し，技術の開発や導入，適応，森林破壊の阻止の

ため，先進国が大規模な資金援助を行えば，排出量削減の全体的な費用は最終

的に下がるでしょう。必要な資金フローの規模は現在の海外開発援助（ODA）

と同じくらいかそれ以上となるため，これを効果的に配分・管理することは難

しいでしょう。資金援助には至急必要なものと長期的に必要なものとがありま

す。 

今後の課題 

• 気候に関する新しい資金援助フローを管理するには，どのような組織体

制が必要でしょうか？ 新しい組織，それとも現存する組織でしょう

か？ どうすれば効果と責任を確実なものにできるでしょうか？ 

• 重要な技術，特に CCS のため，どうすれば主要な資金援助国から最大限

の援助を引き出せるでしょうか？ 

• 開発途上国の対策を加速するための資金調達の方法として，先進国の排

出枠を競売にかけることができるでしょうか？ 

• 気候問題のための資金援助が ODA に追加して行われ，なおかつ ODA に

組み込まれるようにするには，どうすればよいでしょうか？ 
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7.  技術 

中期的な削減を行うため，いくつかの重要な技術を迅速に開発する必要があり

ます。いちばん重要なものが CCS で，この技術がなければ，これまで述べてき

た目標を達成するのは不可能になるか，費用がずっとかさむことになるでしょ

う。第 3 世代低排出技術の基礎研究開発はもちろん，太陽光，原子力，持続可

能なバイオ燃料，IT，「スマートグリッド」技術といった幅広い技術が必要で

す。開発途上国に低排出技術を普及させたり，知的財産を利用しやすくしたり

するための新しい仕組みが求められています。 

今後の課題 

• どのようにして CCS を推進しますか？ CCS を実用化して広く展開する

ため，どのように政府や民間部門に必要な投資をさせますか？ 

• 原子力を活用している国々に関して，どのようにして原子力発電能力を

増強しますか？ 

• 幅広い技術革新のため，どのようにしてインセンティブを生み出し，支

援しますか？ 

• 開発途上国における技術普及を全体的な経済開発にどのように組み込み

ますか？ 

• 低排出技術の開発と移転を促進するために最適な知的所有権体制はどん

なものでしょうか？ 

8.  森林 

森林破壊の問題に対処するには具体的な計画が必要となります。この計画は，

国によって異なる林業のニーズを区別し，適切な監視システムを含み，森林破

壊を食い止めるのに必要な対策を促進するインセンティブを生み出すものであ

るべきです。 

今後の課題 

• 森林破壊を阻止するために必要なインセンティブや義務はどんなもので

しょうか？ 
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• 市場本位のインセンティブは実現可能でしょうか？ どんな状況で実現

可能でしょうか？ 計画的な資金援助はどこに必要でしょうか？ 

• 適切な監視システムはどんなものでしょうか？ 

• 必要な国内対策を援助するため，どうやって資金を調達するのでしょう

か？ 

• 森林管理の取り組みを援助するため，どうやって国内での能力を開発す

ることができるでしょうか？ 

• 森林の保全や拡大と両立可能な経済発展を促進するために何ができるで

しょうか？ 

9.  適応 

今日，気候変動が起こっており，とりわけもっとも貧しくて弱い人たちのため，

適応が必要です。必要な資金の推定値には幅がありますが，大きな額になるこ

とは間違いありません。世界保険市場を通じて民間部門が役割を果たすことの

できる革新的な方法についても考えなければなりません。 

今後の課題 

• 適応のため，どんな資金が，どの国によって，どんな用途で，どのくら

いの期間，必要になるでしょうか？ 

• この資金はどこから調達するべきでしょうか？ 

• 財政的支援を提供し，それを開発課題に組み入れ，効率性を確保するた

めには，どのような制度的仕組みが必要でしょうか？ 

• 保険業界はどんな役割を果たすでしょうか？ 

10.  取り組みの組織と仕組み 

一連の大規模で複雑な取り組みを行うには，効果的な組織構造と仕組みが必要

になることは明らかです。これらは現存の組織でもよいし，新しく創設するこ

ともできます。官民の協力でもかまいません。従来とは違った，官僚的でない

実行手段を確立するよう試みるべきです。 
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今後の課題 

• 新しいコペンハーゲン条約から生まれる取り組みには，どんな全体管理

組織が必要でしょうか？ どうすれば UNFCCC を強化できるでしょう

か？ 

• 補完性原理に対し，この管理の仕組みはどの程度中央に集中させるべき

でしょうか？ 各側面に合わせたさまざまな解決策をもつべきでしょう

か？ それとも，包括的な団体をひとつもつべきでしょうか？ 

• 条約とそのさまざまな仕組み（炭素市場など）の全体的な履行状況を報

告・監視するにはどんな方法が最適でしょうか？ 

• 知識基盤の継続的な研究と開発を促進するにはどんな方法が最適でしょ

うか？ どうしたら，増大する知識を将来の目標設定やその他の仕組み

に確実に組み込むことができるでしょうか？ 

• 世界銀行や国際エネルギー機関（IEA），その他の多国間機関の果たす役

割は何でしょうか？ 

• 民間部門はどのような役割を果たせるでしょうか？ どのようにすれば

官民協力を実行の手段とすることができるでしょうか？ 

*** 

コペンハーゲンで実りある交渉をするためには，今，これらの問題に積極的に

取り組まなければなりません。 

ほかに 5カ国が加わって開催される北海道洞爺湖G8サミットと合衆国が議長国

を務める主要経済国会合（MEM）により，以下のような内容について合意でき

るチャンスが生まれます。 

• これらの要素が実際に国際的取り決めの基本要素となるべきだというこ

と 

• 半減という全体目標や CCS の開発と導入に対する資金援助，炭素市場や

開発途上国による公平な分担という概念を推進する活動など，いくつか

の重要な決定を今，下すこと 

• マッダレーナ G8 までの準備期間にこれらの基本要素を構築するための

プロセスを導入すること 
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• 今後の課題を委託すること 

こうすることによって，2008 年末にポズナンで開催される国連会議でこのプロ

セスを前進させることができます。また，2009 年に開催されるマッダレーナ・

サミットは，コペンハーゲン会議までの数か月間に G8 が北海道での前進を足掛

かりとしてリーダーシップを発揮し，推進力を生み出す大きな機会となるでし

ょう。 

G8 各国が自ら行動を起こし，自国の経済を改革し，新技術を主導し，開発

途上国を援助することを確約すれば，コペンハーゲンでの話し合いを成功に

導き，おそらく歴史的な成果をもたらす可能性すら大きく増すことでしょう。 
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第 1章 相互に依存する世界の気候安

全保障の実現 

 

今年と来年，世界の指導者によって気候変動の危機にどう対処するか，そして

その方法を決める根本的な選択が行われます。これらの選択は，2009 年 12 月コ

ペンハーゲンで行われるポスト京都議定書に関する会議から生まれる国際的な

条約に反映されます。この条約とこの条約の一環として取り組まれる各国の政

策は，世界が温室効果ガス（GHG）を今後十年以内に削減し安定化させる道筋を

進むかどうかを決定するために主要な役割を果たします。 

行動を起こさなければならない理由は緊急かつ明白です。 

 

• 抑制されない排出ガスのリスクは大きく，元に戻せない可能性があると

いう確固とした科学的な証拠が強まっています。 

• 経済に打撃をあたえることなく私達が気候変動に取り組むことが可能で

あるとの有力な証拠もあります。つまり，私達は先進国と開発途上国両

方の成長を実現しながら，排出ガスを削減できるのです。 

• 気候変動への取り組みは，エネルギーの安全保障に役立ち，結局は国際

安全保障につながります。 

• 私達はすでに進行中の気候変動に対する順応もまた本格的に開始する必

要があります。 

• 行動の遅れや不十分な行動は，最終的なコストの増大やリスクの拡大つ

ながるでしょう。 
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排出ガスの増加は取り返しのつかないリスクを生み出します。 

2007年 11月に100カ国以上から2,500名をこえる主要な科学者が気候変動に関

する政府間パネル（IPCC）に出席し，「気候システムの温暖化は疑いようのな

い事実である」1と警告しました。また IPCC は 20 世紀半ばから観察されている

世界的な平均気温の上昇のほどんどの原因は，人類の活動による温室効果ガス

濃度の増加によるものと見られると結論づけています 2。ある著名な科学者が指

摘しているように，これだけ充分に強力な証拠がありながら人類の活動と気候

変動との関係を否定し続ける人々は，科学的には喫煙と肺がんとの関係を否定

する人々と類似した立場にあるといえます。3 

二酸化炭素は温室効果ガスに分類される排出ガスの中で最大の量ですが，その

濃度は過去 40 万年の間，概して狭い範囲内に留まっていました。しかし，産業

革命以後（図 1）私達が作り出している大気は，今や人類が経験したことのない

ものとなっています。4 

 （図表１ 「二酸化炭素の濃度は過去 40 万年で最も高いレベルに達して

いる」） 

気候変動は遠い将来のリスクではなく，今日起きている現象なのです 5。最近 12

年間のうち 11 年で 1850 年に温度計による記録が取られるようになってから最

高気温を記録しています。世界中で海面が上昇し，氷河が溶け出し，動植物の

生息地域が移動し，そして天候パターンが変化しています。仮に温室効果ガス

を現在のレベルで安定させたとしても（それは排出ガスの突然で予期できない

削減が必要です），気候の温暖化はさらに今後数十年間にわたって 10 年間に摂

氏 0.1 度の進み，その後の数十年間はもっと緩やかに上昇するでしょう 6。 

もし排出ガス抑制の行動を起こさないならば，今日生まれた子供が生きている

間に地球上のあらゆる場所で摂氏 2度から 6度上昇します（現在の気温は工業

化以前の気温より約摂氏 0.8 度高いだけです）7。このような温度の違いはわず

かに見えるかもしれませんが，その影響は広範囲におよびます。最後に世界が

今より 4度から 6度気温が低かった時，北半球の大部分は氷の下に埋もれ海面

は現在より 120 メートル低い状態でした。最後に 3度から 4度温暖だった時，

海面は今より約 25 メートル高い状態でした 8。 

気温が約 2度上がると，人類に対して起こりうる影響としては以下のようなも

のがあります。数億人の人々が水不足に苦しみ，農業生産に大きな変化がおき，
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暴風雨による被害が増大し，海岸線で洪水が頻繁に起き，より熱波による死者

が増大し，熱帯病が蔓延し，そして 20%から 30%の種が絶滅の危機にさらされま

す 9。2001 年の中央アメリカの干ばつ，2002 年ロシアの洪水，2003 年のヨーロ

ッパの熱波，2004 年の南アジアのモンスーン，2005 年の米国のハリケーン「カ

トリーナ」，2008 年の中国の記録的な大雪などの最近の出来事を思い浮かべる

だけで，気候変動がもたらす可能性がある経済的・人的損失を想像することが

できます 10。 

さらに，温暖化は気候システムに突然で取り返しのつかない変化を生じさ
せる「転換点」をもたらします11。気温上昇が工業化以前の気温レベルか
ら摂氏1.5度から2.5度の範囲に留まったとしても，グリーンランドの氷床
は回復不可能な状態に溶解する危険性があり，西南極の氷床も部分的もし
くは全部が溶解する可能性があります12。そうなれば次の世紀には海面は5
メートルから13メートル上昇して世界中の海岸にある都市のほとんどが
浸水します。 

気温上昇と干ばつはアマゾンの熱帯雨林を破壊し，世界で最も大きな二酸
化炭素吸収源を縮小させ，生態系の多様性が大幅に失われ，大気中の二酸
化炭素レベルの大きな上昇を招くことになります13。気温上昇により，さ
らに現在は高緯度の永久凍土に二酸化炭素もしくはメタンとして閉じ込
められている5000億トンと見積もられる温室効果ガスが放出される可能
性があります14。シベリアではすでに、二酸化炭素が'5倍に増加し、湖か
らのメタン気泡発生が、以前の予測を超える速度で進んでいます。数々の
研究が、気温の上昇によってプロセスが自己増殖的に拡大し，より多くの
永久凍土を溶かしさらに多くの温室効果ガスを発生させることを示して
います15。 

最終的には，温暖化によって海洋の二酸化炭素吸収が阻止され，地球最大の二

酸化炭素吸収源の有効性が失われ，海水の酸性化によって海洋生物が大きく失

われます 16。 

これらが他の転換点とともに温暖化を加速し摂氏 4度を超える気温上昇の原因

となる可能性があります。こうなると私達にとっては未知の領域です。6500 万

年以上前に戻って地球が同じように温暖だった時代を見る必要があります。

IPCCは摂氏3.5度を超える温度上昇によって地球上から40％から70％の種が絶

滅するリスクがあると試算しています 17。 

温室効果ガスの安定化による気候温暖化リスクの軽減 

気候のような複雑なシステムの将来を予測することは，本質的に不確実です。

将来の影響についての多くの科学者の試算には広い幅があります。しかし，非

常に否定的な取り返しのつかない結果をもたらす大きなリスクがあるとしたら，

適切な対応策は，できるだけ効果的で費用効率の高い方法でこれらのリスクを

軽減することです。 
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気候リスクは気温上昇が前工業化レベルから摂氏 2度を超えた時に急激に大き

くなることを明白な事実が示しています 18。欧州連合は温暖化を摂氏 2度以内に

抑えることを目標としています 19。私達がこれを適切な基準として使えば，この

限界値以下に納めるためには温室効果ガス排出量をどのくらい削減する必要が

あるかを考えることができます。 

温度と大気中の温室効果ガス濃度との関係は複雑であり，温室効果ガスだけが

温度変化を促す要因ではありません。しかし，IPCC は，20 世紀の半ばからの地

球平均気温の上昇は大気中の温室効果ガス濃度を増加させた人類による疑いが

濃いとの観察結果を発表しています 20。 

 

温室効果ガスの大気濃度は，蓄積されます。大気へ流れ込む排出ガスがこの蓄

積レベルを上昇させ，一方で海洋，森林，その他の炭素吸収源がレベルを下げ

ます。それはちょうど湯船に水を注ぎながら底の排出口から流しているような

ものです。現在排出ガスの流入は，吸収による流出よりもはるかに大きくなっ

ています。このように濃度レベルが上昇しています。濃度上昇を止め濃度レベ

ルを峠を越して低下に向かわせるためには，排出ガスの流入を吸収による流出

のレベルまで急激に削減する必要があります 21。さらに進めて濃度レベルをピー

ク時から実質的に低下させるには，さらに急激な削減を行う必要があります。

したがって，排出ガス削減政策の目標は，排出ガス削減と炭素吸収源の保護と

拡大を組合せ，温室効果ガスの大気中の濃度を、気候リスクの許容可能な程度

にまで下げるレベルに安定化させることです。 

研究では、大気中の CO2e（二酸化炭素等価換算 温室効果ガスの標準基準）濃

度を 2050 年頃までに約 475ppmv（百万分体積分率，エアロゾルその他の効果を

考慮したもの）をピークとし，その後 23 世紀に 400ppmv まで下げれば，摂氏 2

度以下に抑えられる可能性は充分にあると試算しています。22しかし，不幸なこ

とに，私達は現状の技術を使って通常のコストでは、これを実現できないレベ

ルまでに急速に近づいているのです。IPCC の最善の試算では CO2e 濃度は 2005

年に 455ppmv ですが，エアロゾルによる影響を考慮すると有効濃度は 375ppmv

となります。23 もし私達が今緊急に行動をとれば，大気中の濃度は 2050 年まで

に約 475～500ppmv でピークに達し，それ以降次第に低下して 23 世紀には 400

～450ppmv まで下がる可能性があることを科学的データは示しています。24 この

シナリオでは摂氏 2度を超えるリスクが高くなるか，それとも 400ppmv で安定

化するかのどちらかを選択することになりますが，それでもなお，私達に気候

変動による最悪の影響を回避できる妥当な機会をもたらします。 
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CO2e を受け入れ可能な上限リスクレベルとして、450ppmv で長期的に安定させる

には，世界の年間 CO2e 排出量を遅くとも 2020 年までにはピークとしてそれ以

降は 2050 年までに 1990 年レベルの 50%以下まで下げる必要があります。（目標

はしばしば1990年に対してと表現されますが，これは京都議定書の基準年です）

年間排出量を 2020 年までにピークとしない場合，450ppmv への道筋は将来はる

かに急激な削減（もしくは排出の純減）を取る以外に実現できなくなります 25。

図 2はこれらのガイドラインに沿った可能な道筋が示してあります 26。 

(図表 2: 「温室ガス安定化目標 GHG」) 

 

私達は，これらの割合の削減を，年間排出量の数値へ変換することができます。

今日世界は年間約550億トンのCO2eを排出しています（数十億トンは，「ギガト

ン」とも呼ばれる）。27 IPCCの見積りによると，発電部門が約26%で最大の割

合を占めており，産業の19％、次いで林業の17%，農業の14%，運送業の13%とな

っています（図3）。 

 

 (図表３ 「業界別温室ガス排出量」) 

 

 

国別では，最近のオランダのCO2e排出量に関する研究において，中国が24%で世

界で最も排出量の多い国となっており，21%の米国，12%の欧州15カ国，8%のイ

ンド，そして6％のロシアが続いています。28これらの地域を合わせると，世界

のCO2e排出量の70%を占めることになります。 

 

 

行動をおこさなければ，グローバル規模での温室ガス排出量は2030年までに600

億トン以上に増加し 2050 年までには 850 億トンに達するでしょう（図 4）29。私

達が上記に述べた安定化への道筋に向けて進むのであれば，全地球レベルで次

のことを実行する必要があります。 

• 2020 年までに– CO2e 排出量を減少に転じさせます。 

• 2030 年までに – 年間予定排出量を 350 億トンまでに削減します。 

• 2050 年までに – 年間排出量を最大 200 億トンまでに削減します 30。 
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(図表４ 「温室ガス排気量を 199０年のレベルから半減させ

る必要がある」) 

 

排出量についての別の視点は，2005 年の排出量が年間一人あたり約 8トンであ

ったということです。先進経済国では日本と欧州の一人あたり 10 トンからカナ

ダの 23 トンまでの幅があります（図 5）。開発途上国では最貧国のごくわずか

な量からインドの一人あたり 2トン，中国の一人あたり 6トンとなっています。

上記を踏まえ世界の総人口が 90 億人に増加することを前提とすると，2050 年の

一人あたりの世界の平均排出量は 2トンになります。31 

 (図表５ 「１人当りの排出量は国により大きく異なる」) 

炭素削減と経済成長 

気候変動の危機についての一連の多くの証拠がそろっているように，私達が気

候変動に対してできることを示すたくさんの証拠がそろっています。先進国で

も開発途上国でも繁栄を犠牲にすることなく排出を減らすことが可能であるい

う合意が広がりつつあります。排出の削減は私達の経済の変革を必要とします

が，成長を諦める必要はないのです。 

課題は，経済の炭素生産性を劇的に向上させる形に私達のエネルギー源，技術，

インフラストラクチャー，行動，そして制度を変えていくことです。炭素生産

性とは，トンあたり炭素排出ガスを生み出す GDP 額です。 

炭素生産性は，労働生産性（労働時間あたりの GDP 額）もしくは資本生産性（資

本額あたりの GDP 額）と同じように考えることができます。今日の世界の炭素

生産性はCO2eトンあたり約740ドルです。世界経済の成長が現状のまま続くと，

年間 3.1%の実質成長率となり，50pppmv での安定化という目標を達成するため

には，年間の炭素生産性を 5.6%向上させ，2050年までに CO2e トンあたり約 7.300

ドルとしなければなりません。これは 2050 年まで，次の 40 年間に 10 倍にする

ことを意味します（図 6）。32問題は，どのようにして私達はこの目標を達成す

るかということです。 
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 (図表６ 「炭素の生産性は 10 倍に増大する必要がある」) 

最大かつ最もコストの低い排出削減の源を見つけ出す。 

この問題に答える最初のステップは，炭素を減らすあらゆる可能な手段，既存

の技術，性能を評価中の準商業化技術を検討し，どのくらいの炭素をどのくら

いのコストで減らすことができるかを問うことです。すると可能性のある行動

を最も安いものから最もコストのかかるものまで CO2e 削減の費用曲線が形づく

られ，それによって比較することができます（図 7）。32水平軸は削減の可能性

を最も低コスト手段から最も高コストの手段まで順番に並べています。棒の幅

は，削減可能な排出量を示し，高さはトン当たりの平均コストを示しています。

するとコストの最も安い手段は，おそらく炭素生産性の上昇であり，最優先の

行動にするべきでしょう。 

 (図表７ 「コストカーブは減少のシナリオを提供する」)  

 

気候変動に取組む上での重要なアイデアは，排出ガス削減に必要なインセンテ

ィブを作りだすために，私達はいわゆる「炭素価格」と呼ばれる温室効果ガス

排出の価格を設けることです。排出ガスの価格と排出ガスの取引市場を設ける

ことは，京都議定書，欧州排出権取引スキーム，そして予想されるコペンハー

ゲン合意の核心部分です。そして次の章でこれを説明します。費用曲線は，CO2e

トン当たり 40 ユーロ（48 ドル）の価格で，2030 年までの低炭素への方策をと

らない「ビジネス・アズ・ユージュアル」のシナリオに対比する形で世界経済

が 270 億トンの CO2e を削減できる可能性を示しており，これは先に述べた安定

化への道筋に合致するものです。 

この費用曲線の分析からいくつかの結論が浮かびあがってきます。 

 

• 2030 年で世界経済の総コストは 5000 億ユーロから 1 兆 1000 億ユーロ

（6000 億ドルから 1 兆 3250 億ドル），つまり年間予想 GDP の 0.6%から

1.4%に相当します。34しかし，新技術による経済効果によってコストは低

くなるかもしれません。 

• 70％以上のレベルの削減が現在の技術によって実現でき，残りの部分は

この時間枠の中で配備可能な準商業化技術によって実現できます。 
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• 炭素削減の答えは 1 つではなく，むしろ成功のためには全産業分野と地

域にわたる幅広い多様な行動が必要とされます。 

• 削減可能量の約 4 分の 1，70 億トンは社会に対する負のコスト（グラフ

の左側）によって達成されます。言い換えると，これらの削減可能性は

主に省エネルギーから得られるコスト削減によってプラスの投資回収を

生みだします。35 

• 先進国と中国は，今日の排出量全体の 3 分の 2 について責任を負ってい

ることから重要な役割を果たす一方で，40％を超える削減は中国を除く

開発途上国によってトン当たり 40 ユーロ（48 ドル）以下で実現できる可

能性があります。それゆえ，私達は開発途上国の参画なしに，長期のコ

スト効率の高い削減は実現できないのです。 

低炭素経済への方法と手段 

この費用曲線は，成長に対する影響を最小限にとどめながら排出ガスの削減に

よって炭素生産性を向上するというロードマップを提供しています。重要なこ

とは，一目で解るように私達には炭素生産性を大幅に改善し炭素への依存を減

らす方法と手段があるということです。36 

エネルギー効率化の可能性拡大 

マッキンゼー・グローバル・インスティチュートの分析によるとエネルギー効

率化投資によって 2020 年までにエネルギー消費の 20％から 24％を削減し，79

億トンの C02e を減らせること示しています。2これらのエネルギー効率化投資

はそれ自体で充分投資回収できます。住宅と商業施設分野（建物の断熱，照明，

器具，暖房と空調など），産業分野（より効率的なプロセスやモータなど），

そして輸送分野（車両の燃費などには大きなまだ手がつけられていないエネル

ギー効率化の可能性があります。これらの可能性を世界全体で実現するために

は，年間 1700 億ドルの追加投資を必要としますが，しかしそれは 2020 年まで

年間 9000 億ドル以上のエネルギー節減に拡大し，年 17％の投資回収を生み出し

ます。38 

恒常的に高騰するエネルギー価格の見通しは，すでに公民両部門のエネルギー

効率化のインセンティブとなっています（ボックス 1）。エネルギーの高価格は，

政府にとってよりエネルギー効率の高い経済への移行を促進する機会となって

います。 
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炭素を削減でエネルギーコストを 116 億ドル削減した企業（ボックス 1） 

2005年に43の企業が合計116億ドルを主としてエネルギー効率化手段によって

削減したと 3社が報道しました。これらの企業のうちの 4社，バイエル社，BT

社，デュポン社，そしてノルスクカナダ社は絶対温室ガス排出量を 60%以上削減

し，同時に 40 億ドルのエネルギーコストを節約しました。他の 21 社は 25%の温

室効果ガス削減を達成しました。例えば，ジョンソン・エンド・ジョンソン社

は二酸化炭素排出ガスを 2003 年から 2006 年にかけて 22%削減しました。これは

主にエネルギー効率化対策によるものですが，年間売上を 27%増やしました。こ

れは炭素生産性を 64%改善したことになります。39 

英国の地区自治協議会によるエネルギー消費半減 

1990 年から 2004 年の間，地区自治協議会は，管理する建物の二酸化炭素排出ガ

スを 77%削減しエネルギー消費を 51%削減しました。この劇的な削減は，熱電併

用プラントの建設，省エネルギー照明の採用，ビル用エネルギー管理システム

構築，ペイ・アンド・ディスプレイ方式駐車場への太陽光エネルギーの利用な

ど多岐にわたる対策によって実現されました。協議会は地域住民と企業が官民

共同エネルギー・サービス会社（ESCO）による排出ガス削減の援助も行ってい

ます。40 

日本のトップランナープログラムによるエネルギー効率化 

日本の「トップランナー」プログラムは，コンピュータから蛍光灯に至るまで

数々の製品カテゴリーのエネルギー効率改善に目覚しい成果を上げています。

各製品カテゴリーではクラスの最高水準が全ての製造業者が準拠すべき標準と

なります。第 1段階では，多くの製品カテゴリーでエネルギー効率が予想以上

に改善され，ガソリン乗用車で 23%，冷蔵庫で 55%，空調機器で 68％改善されま

した。41 

脱炭素エネルギー源 

今日，全体的に低排出エネルギー源はエネルギー全体の 19％をしめるにすぎず，

その大部分は原子力発電，水力発電，そして廃棄物発電によるものです。再生

可能エネルギーおよびバイオ燃料は急速に増加してきましたが，依然として世

界の発電の 1%と輸送燃料需要の 1%を満たすにすぎません。42 

世界が最近のレベルで成長を続けるならば，エネルギーの最終需要は 2030 年ま

でに 55％増加し，開発途上諸国では 74％増加するものとみられています。43す

べての信頼できるシナリオでは，今後の数十年間石炭は依然として世界のエネ
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ルギー供給源の主要部分をしめるとみられています。44 今後 20 年から 30 年にわ

たって世界が必要なペースで脱炭素エネルギーに向かうのであれば（図 8），エ

ネルギー効率化に加え，さらに重要な４つの分野があります。この 20 年から 30

年の期間に，世界の発電部門で莫大な新規の建設がおこなわれることになりま

す。 

 (図表 8 「CCS は発電部門で必要な排出量の削減に大幅に

貢献できる」) 

 

• 炭素固化貯蔵技術－重要で緊急の優先課題は石炭火力発電プラントと他

の炭素排出産業施設のための炭素固化貯蔵技術（CCS）の開発を促進する

ことです。今後数十年間に最大かつ最速で増加する CO2 排出ガス源は中

国，インド，および米国の石炭火力発電所です。45 例えば，IEA プロジェ

クトは現在から 2030 年の間に中国は 1312 ギガワットの新しい発電能力

に投資し，その 70%が石炭を原料とするものと見られます。46 楽観的な予

測では，新規の石炭火力発電だけで 2030 年までに中国は年間 50 億トン

の CO2 排出ガスを増加させますが，これは今日の欧州連合の全 CO2 排出

ガスよりも多い量です。47 CCS 技術を使わないで削減目標を達成すること

は，不可能でないにしても非常に困難です。欧州の Zero Emissions in 

Power (ZEP：ゼロ・エミッション発電)グループは，2015 年までに 10～

12 基のモデル発電所を運転させて，この技術がフル稼働できることを実

証する必要があると主張しています。ZEP は，このような事業に 60～100

億ユーロを要すると試算しています。48この技術が工業化できた場合，ト

ン当たり 30ドルを越える炭素価格でも採算が取れると MIT は推定してい

ます。49広範囲に技術展開が行われると，インフラストラクチャーへの大

規模投資につながります。ガス状もしくは液状の二酸化炭素を貯蔵地層

へ輸送するために必要なパイプラインは，現在ある天然ガスや原油輸送

のインフラストラクチャーに匹敵するでしょう。 

• 再生可能エネルギー－再生可能エネルギー（風力発電，太陽光発電，バ

イオマス発電，潮流発電など）供給の拡大には大きな可能性があります。 

IEA の総合的な試算によると、軽減シナリオ（2050 年までに現在のレベ

ルから CO2 排出ガスを 50%削減する）では，世界の発電量の約 46%を主と

して風力発電，太陽光発電，バイオマス発電などの再生可能エネルギー
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がしめるとみられています。50しかし，このレベルまで普及するには，規

模を拡大し，コストを下げ，そして性能を改善するための投資インセン

ティブが必要になります。高原油価格と炭素価格制度が，再生可能エネ

ルギー技術のコスト競争力の強化に寄与します。例えば，風力発電を考

えると，原油価格が 1バレル 80 ドルで炭素価格がトンあたり 30 ドルで

あれば，陸上の風力発電はコンバインドサイクルガスタービン発電プラ

ントに対してコスト競争力があり，2015 年には設置済み発電能力は 5倍

となり 354 ギガワットを発電します。2 これは世界のエネルギー全体の

8％に相当します。51 同様にいくつかの太陽光発電技術も，かなり高いエ

ネルギー価格と炭素価格によってコスト競争力を持つようになります。 

 

• 原子力 － 現在原子力は世界のエネルギー需要の 7％そして全発電量

の 17％を供給しています。原子力はきわめて少ない排出で多量の安定電

力を発電する技術です。原子力発電は，多様な状況下で MWh あたり 48 ド

ルから 58 ドルであり，MWh あたり 41 ドルから 59 ドルの石炭発電に対し

てコスト競争力を持っています。52もし炭素価格が導入され，石炭のコス

トが上昇すれば，原子力は一層比較競争力を持つでしょう。しかし，多

くの国々で原子力については論議があり，長期の原子炉廃棄や廃棄物コ

ストに関する不確実性とともに核拡散と安全性に対する懸念もあります。 

• 石炭ガス化代替エネルギー－ 現代的な複合サイクル・ガス・タービン

（CCGT）発電プラントは石炭火力発電に比べて MWh あたりの炭素排出量

を 60%削減しています。ガスが簡単に供給できる地域では，これは排出ガ

ス削減のもう 1つの手段を提供します。これによって年間に合計 3億 1

千万トンの CO2e を削減することができます。53しかし，その経済性は石

炭に対応する天然ガス価格，信頼性のある長期的な炭素価格の存在，お

よび石炭火力発電プラント及びガス発電プラント用の CCS のコストに依

存します。CCGT からの排出ガスは，石炭よりも少ないものの，CCS と組

み合わせた石炭火力，原子力，および再生可能エネルギーよりも多くな

ります。54 

全体的に，脱炭素エネルギー供給源に単一の答えがないのは明らかです。し

かし，インセンティブの正しい組合せ（例：炭素価格，エネルギー固定買取

価格，再生可能エネルギーへの助成金）と今後数十年間の開発と展開への多

額の投資によって，エネルギー供給の多様な組合せを形成し，発電部門で CO2 
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排出ガスを 2050 年までに 2005 年と比較して 71%削減し，一方で発電能力を

132％するとともに高排出部門で 8倍の削減をおこなうことが可能となりま

す。55 

 

輸送からの排出ガス削減 

輸送部門は，2004 年に全 CO2e 排出ガスの 13%を占めています。56郵送の排出

ガス削減には３つの戦略があります。 

• 需要削減 ― この戦略は大量輸送手段と都市計画の改善（ボック

ス 2），道路料金制度，輸送貨物の軽量化，炭素価格を考慮したサプ

ライ・チェーンの再設計（短距離少量輸送），出張に替わるビデオ

会議，およびその他の方法があります。 

• 燃費向上 － 車両については，軽量化，高効率エンジン，および

空力学デザインなどの戦略があります。人気車種の試作車では，こ

れらの技術を使って排出ガスをKmあたり176Kgから99kgに 44%削減

することができます。57ハイブリッド車技術も進化を続けています。

海上輸送では，より効率なエンジンと船体デザイン，および風力

（例；コンポジット材料帆，固定帆）や太陽光などの補助エネルギ

ーなどに可能性があります。航空部門は，運用コストにしめる高燃

料費によってすでに燃費向上に大きな成果を上げ，過去十年で 5820%

向上しています。58さらに効率を上げることは可能ですが，飛躍的な

改善は見込み薄です。 

• バイオ燃料と他の代替燃料 － バイオ燃料には，温室効果ガス問

題に対処する上で差し迫った重要な役割があるものの，全世界の燃

料供給の代替とはならないでしょう。IEA では，バイオ燃料が 2030

年までに輸送燃料の 6％を占めると推計しています。一部の国では

2020 年までに 10%とする目標を設定していることから，今後バイオ

燃料の使用割合は，増加します。59それゆえに，バイオ燃料は，上述

した政策の他，電気自動車や水素自動車などの低炭素エネルギーを

利用する技術と組み合わせてゆかなければなりません。すべてのバ

イオ燃料が持続可能なエネルギー源となるわけではなく，その原料

がどこでどのようにして生産されたかによって，環境，社会，経済

に及ぼす影響は違ってきます。バイオ燃料の開発・使用を促進する

政策は，供給連鎖から末端における使用に至るまで温室効果ガス排
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出が最小に抑えられるような製造方法を開発するようインセンティ

ブを与える必要があります。更に，水利用，生物多様性，食料価格

といった広範囲の環境・社会的影響を抑制するように政策を講じる

必要があります。現在の食物系バイオ燃料，特にサトウキビおよび

小麦由来エタノールは，温室効果ガスの排出量を大幅に削減するこ

とができます。将来的には，バイオ燃料の性能は大きく向上し，ヘ

クタール当たりの収量が増加し，環境・社会的影響は低下します。

このようなバイオ燃料には，農林廃棄物や限界耕作地で生育できる

成長の早い草類などのリグノセルロース系原料から作るエタノール

やバイオディーゼルがあります。しかしこれらの燃料は，現段階で

は，工場建設が開始されたばかりであり，商業開発の初期段階にあ

ります。 

 

クリティバ（ブラジル）における持続可能都市計画（ボックス 2） 

 

クリティバ市は統合的な都市計画のもとに環境持続可能型都市として開発

されました。市当局は特に汚染を減らし環境を改善するために輸送計画，住

居，土地利用に注力しました。1970 年以来，住民は 150 万本の樹木を街路に

植林してきました。クリティバは，人気の公共交通網のおかげで，今やブラ

ジルで一人当たりのガソリン消費量が一番低くなっています。61 

 

行動と意思決定の変革 

炭素排出物は，ほとんどの場合，世界中の個々の管理者や消費者が日々にお

こなう何十億という意思決定の結果です。低炭素経済への移行のためには，

消費者が買う物を変え，管理者が販売する商品やその製品やサービスの提供

の方法を変える必要があります。歴史的に炭素は無料だったので，消費者も

生産者もそれを意思決定で考慮することはありませんでした。炭素の影響が

消費者や管理者の意思決定に確実に入ってくるためには，炭素価格とエネル

ギー効率化標準，固定価格買取制度，再生可能エネルギー優遇制度などの他

の手段の組合せが必要です。 

消費者にとってより良い情報と製品表示が必要であり，政府と民間部門は社

会規範の変革を助け（嫌煙キャンペーンにように）消費者の低排出商品への
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選択を働きかけることができます。行動を変えることで、大きな変化をもた

らすことができます。例えば，主要な小売業者と消費財製造企業は，消費者

が同じ洗浄力でより環境への影響が少ない「濃縮」洗剤へ移行するよう協力

しました。この計画により今までに 4億ガロンの水，9500 万ポンドのプラス

チックレジン，1 億 2500 万ポンドの紙容器，そしてその生産から消費までの

全期間を通じて製品は 20%の二酸化炭素排出ガスを削減しました。62 彼らは，

エネルギーを節約し排出ガスを減らすために低水温による洗濯を消費者に

広めました。これによって消費者も企業も何も全く失うものはありませんで

した。浪費エネルギーと炭素排出だけが減ったのです。 

 

自然炭素吸収源の保存と拡大 

毎年 1300 万ヘクタールに近い森林が破壊されています。これはギリシャの国土

に相当する広さです。さらに，熱帯地域では 240 万ヘクタールの土地が土壌劣

化の影響を受けています。63ブラジルとインドネシアだけで 2000 年から 2005 年

の間に純損失森林面積の 35％から 40%をしめています。64 森林破壊の速度につい

ての予測はさまざまですが，ミレニアム・エコシステム・アセスメントのシナ

リオによると，2050 年までに 2 億ヘクタールから 4億 9千万ヘクタールの森林

地域が開発途上国で失われる可能性があります。65それは現在の森林面積全体の

5%から 12%に相当します。5 森林破壊は重大な温室効果ガスの原因となります。

2000 年には概算で、年間 76 億トン CO2が排出され，これは全温室効果ガスの 15%

から 20%を占めています。66 

森林伐採の削減，植林，および森林管理などによる森林の排出ガス削減の可能

性能力については依然として論議があります。しかしながら、達成率が低かっ

たとしても、その効果は大きなものです。排出物削減の可能性に対し、幅の下

限である森林による削減可能量の地域別の詳細ボトムアップ見積では，2030 年

までに CO2のトン当たり炭素価格が 100 ドルもしくはそれ以下の場合で年間 13

億トンから 42 億トンと幅があり，削減可能量の半分は CO2トンあたり 20 ドル以

下で実現できるとみられています。地球全体のトップダウンモデルでは年間に

90 億トンから 140 億トンの CO2削減というより大きな削減量が見積もられてい

ます。（図 9）67 
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 (図表９ 「森林管理の効果は 2030 年までに 100 億トンに

達するとの推定もある」) 

森林保護の勇気づけられる事例もあります。ブラジルのパルプ製紙会社である

グルッポ ORSA 社は，ベルギーのちょうど半分強の広さの世界最大の私有熱帯林

を 5年間管理してきました。その 3分の 1の森林は自然の再生サイクルにわせ

て切り出され，切り出された木材は森林への損害が最小限になる方法で輸送さ

れます。これらの努力は森林管理協議会によって 6ヶ月おきに認証を受けてい

ます。68 

 

 

 次世代技術の開発と展開の加速 

これまで論議してきた技術やこの費用曲線に含まれる技術は，全て現在商業的

に利用可能であるか，もしくは「準商業化」されています。適切なインセンテ

ィブ，特に炭素価格と追加的な政策，政府部門および民間部門の両方から投資

によって，既存の技術に対する投資の改良が加速し，新技術が開発されること

が期待できます。2008 年の第 1 四半期には世界炭素価格が未導入でありインセ

ンティブも限定されていましたが，世界中のベンチャー・キャピタルが 10 億ド

ルを越える投資をクリーン・エネルギー技術におこないました。69 再生可能エネ

ルギーへの投資は，1998 年から 2007 年までの間に 100 億ドルから 660 億ドルに

拡大しました。70 開発ペースと究極的な影響は本質的に予測できませんが，現在

開発中の技術の中に「次世代」技術があることは大いに可能性があります（ボ

ックス 3）。 

 

有望な技術（ボックス 3） 

藻類による炭素捕捉とバイオ燃料製造の並立 

藻類は炭素捕捉とバイオ燃料に使える可能性があります。特定のバイオ燃料と

は異なり，藻類は農地での穀物生産と競合することなく栽培でき，ヘクタール

当り高い収穫を得ることができます。収穫は発電所や工場からの二酸化炭素排

出ガスを与えることによって増大し，ヘクタール当り年間 100,000 リットルを
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超える燃料を生産します。これに対して砂糖黍からヘクタール当り 6,000 リッ

トルであり玉蜀黍からは 3,000 リットルです。実験設備では藻類は排出ガスか

ら最大 40%の CO2を吸収しました。藻類は人工池，配管，そして平らなプレート

など農業環境でないところでも生育します。そのため穀物や森林などと土地の

取り合いはおこりません。政府出資研究に加えて，多くの数の企業が藻類に関

与しています。BP 社，ENI 社，Shell 社，E.ON 社，Chevron 社，Honeywell Aerospace

社，Greenfuel Technologies 社などです。71 

 

集中太陽光発電（CSP） 

世界の砂漠の 1%を占める広さの太陽光発電設備が電力需要の中心地と的確な供

給網で接続されれば，理論的に 2030 年の世界の全電力需要を満たすことができ

ます。72 この技術は反射装置を使って太陽光を集中して熱を作り出し，蒸気ター

ビンやガスタービンによって発電する技術です。熱は電力よりももっと効率的

な形で貯蔵することもできるので，CSP 設備は昼間だけでなく夜間も発電するこ

とができます。しかし，CSP が大規模に展開できる前に，コストを大幅に下げる

必要があります。現在建設中のプラントの予測電力コストは MWh 当り 125 ドル

から 225 ドルです。米国エネルギー省は CSP が 2020 年までに高炭素安定電力に

対してコスト競争力を持つようにする目標を設定しています。産業界はこの目

標は，5,000MW の発電能力のプラントを世界中に建設するならば，実現可能であ

ると見ています。CSP には，この他にも直接熱源，ビル冷房，海水淡水化，水素

燃料電池生産などの用途にも使えます。73 

スマート・グリッド 

「スマートグリッド」システムへの投資は実質的に送電ネットワーク間のエネ

ルギー損失を減らします。（送電時のエネルギー損失は OECD 諸国では全発電量

の 7%，その他の地域では 10%あるいはそれ以上になっています。）「スマート

グリッド」はより分散的で断続的（再生可能エネルギーに向きです。）な発電

を可能にし，電力マーケットの国境を越えた統合を促します。（太陽光発電や

海上風力発電などの発電源から低炭素エネルギー輸出を容易にします）。74「ス

マートグリッド」技術は，スマートスイッチ技術と組み合わせて電力需要の平

準化をおこないます。例えば，低電力料金を条件に温水器や他の優先度が低い

機器の電力供給を短期間停止することによってそれをおこないます。 

情報通信技術（ICT） 
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情報技術と通信技術によって 2020 年までに 78億トンの CO2e 排出ガスを削減す

ることができます。大部分はエネルギー効率の改善によって実現します。75 情報

通信技術はエネルギー消費のモデルやシミュレーションを使ってエネルギー効

率の高い建築設計を可能とします。建物はスマート「施設管理システム」を使

って建設され，建物の継続的な監視（人の移動や天候など）と適応照明，およ

びリアルタイム暖房と空調によってエネルギー効率を改善します。情報通信技

術が実現する排出物削減の例としては，通行料請求と交通監視，産業プロセス

の自動化，在宅勤務そしてテレビ会議などがあります。 

 

 

新しい成長モデル 

科学は危機がどのようなものか示しています。経済学者，技術者，そしてビジ

ネス指導者達は，何をしなければならないかを語っています。そこで重要な質

問はこの新しい低炭素経済に移行するためのコストであり，より幅広い経済的

そして社会的な影響です。特に次にあげる項目があります。 

1. 成長に対してどのような影響があるのでしょうか？ 

2. 雇用に対してどのような影響があるのでしょうか？ 

3. 国際競争力はどのようになるのでしょうか？ 

4. 誰が勝者で，誰が敗者となり，どのようにすれば敗者を公平にあつかう

ことができるのでしょうか？ 

明らかに，これらの質問に対する答えはそれぞれの国で異なっています。工業

化の段階，電力部門での炭素依存度の初期値，そして人口密度によって左右さ

れます。日本のような国々では，エネルギー効率化プログラムで比較的優位に

立っており，それを世界に向けて輸出することができます。スウェーデンのよ

うな国々は低炭素電力部門から恩恵を得ており，送電に関するパイオニア（原

則として）となることもできます。ロシアとフランスは新しい原子力発電技術

の開発を続けています。一方で，ブラジルは世界をリードする持続可能なバイ

オ燃料経済を築き上げています。ドイツは世界最大の集中風力発電設備を持っ

ています。コスタリカは，熱帯雨林を保護し植林を進めるという成長モデルを

作る責務に取り組んでいます。これらすべての「国家的実験」は低炭素経済へ

の移行を促進する方法についての事実に基づく根拠を築いています。しかし，

成長，雇用，競争力とコストについての問題は依然検討中です。 
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成長への影響 

IPCC は軽減コストについての広範な研究をおこない，成長予測に 2050 年までの

世界全体のGDPは1%の増加から5.5%の減少の幅があることを見出しました。76 45 

– 535 ppmv で安定した場合、年間 GDP 成長率は 0.12%低下します。このような

年成長率の差異はほとんどの経済予測にとって「雑音」レベルの小さいものに

過ぎないのです。つまり，将来の経済動向の中では大胆な排出ガス削減プログ

ラムよりも，金利，インフレーション，そして景気循環の好不景気などの他の

一般的な経済要因がはるかに大きな役割を果たすのです。 

 

これらの IPCC に よって調査されたシナリオは，大部分が最近のエネルギー価

格の上昇以前に評価され，将来のエネルギー価格は現在の標準から低い前提に

立っている点に注意す ることが重要です。このように比較のベースに立つと成

長に対する影響はこれらの研究結果が示すよりも低いかもしれません。 

  

また，以下のようなコストを視野 に入れる必要があります。 

  

�        米 国が冷戦期間中（1950 年から 1990 年）平均で GDP の 6%を防

衛費に消費しました。77 

�        今 日世界中で GDP の 3%が保険に使われています。 

�        米 国のサブプライム危機による世界全体の金融部門の見積コス

トは最大 GDP の 2%となりそうです。78 

�        2004年 6月から2008年 6月の間に原油価格がバレルあたり40ド

ルから130ドル上 昇したことによる世界全体の見積コストはGDPの約5%

です。79 

  

これらのコストシナリオを入念に 検討すると，低炭素経済に移行しない経済と

低炭素経済に移行する経済との経済的成果における違いは，全体的にごくわず

かであることが解ります（図 10）。低炭 素経済に移行しない「ビジネス・アズ・
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ユージュアル」シナリオの場合，世界の一人当たり GDP は現在の 5900 ドル か

ら，2050 年には 15900 ドルに増加すると予測されています。低炭素経済に移行

するシナリオでは2050年の 一人あたりGDPは2050年には15000ドルから15600

ドルの範囲になると見積もられています。このように低炭素世界においても人

類は今より 2.5 倍も豊 かであると見られています。 

 (図表 10 「緩和のための GDP 経費は全体的な成長と比較して低い」) 

影響は国ごと に異なっていますが，低炭素経済が成長の障害になるという明ら

かな証拠は見出せません。例えば，低炭素経済のシナリオでは米国での一人あ

たりの GDP は 2040 年までに現在の 1.74 倍となりますが，「ビジネス・アズ・

ユージュアル（従来通り）」シナリオでは 1.78 倍となっています。80 中国では

低炭素シナリオでは 2040 年に一人当は 6.9 倍です が，「ビジネス・アズ・ユ

ージュアル」シナリオでは 7.2 倍となります。81 重要なメッ セージは，ほとん

どの国の大部分の家族にとって，特に開発途上国では，低炭素経済への移行コ

ストは他のエネルギー価格，食料や医療コスト，経済循環の好不 景気などの影

響に比較するとほとんど感じることのできないものであるという点です。82 し

かし，もし対策が取られなければ，開発途上国の家族にとって暴風雨，洪水，

食料価格 の高騰，そして疫病の蔓延の影響の方が大きいのです。 

  

な ぜコストは恐れるほど大きくないのでしょうか 

なぜ低炭素経済への移行コストが 想像されるよりも低いかについては4つの理

由があります。第 1の理由は，世界経済のエネル ギーや資本インフラストラク

チャーは数十年の単位で回転し入れ替わっている点にあります。世界は年間 106

兆ドルを資本投資に費やし ています。このインフラストラクチャーを低炭素技

術に移すためにはある程度のコストの増加が見込まれますが，これらの資金は

通常の投資の過程でもいずれは 使われてしまいます。増加コストはインフラス

トラクチャー全体のコストに比較すれば，大きくはありません。例えば，マッ

キンゼー社の見積では米国の増加コ ストは 2030 年までに 1兆 1 千億ドルとな

っています。この数字は巨額のように感じられますが，同じ期間に見込まれる 

実投資金額は 77 兆ドルであり，そのわずか 1.5%にすぎないのです。83 第 2 の理

由は，すでに述べたように多くの軽減行動はエネルギーコストの節約によって
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プラスの 経済利益を生み出すことにあります。第 3の理由は，これも前に述べ

ていますが，今日多くの技術は商業化，もしくは準商業化されて おり，技術の

開発を促進し展開するのはほとんど炭素価格と他の手段によってインセンティ

ブを作り出すことにかかっていることです。そして，第 4の理由は， 消費者と

会社経営者の行動に多くの変化を必要とすることですが，これらはほとんど実

際のコストを必要としません。 

  

さらに，上記のシナリオの大部分 は，軽減コストを支出された年に回収すると

いう厳格な前提条件に基づいています。現実的には多くの軽減コストは長期間

の融資によります。多くの投資は長期 資産とする方が妥当でしょう。新しい CCS

もしくは太陽光発電プラントに投資する電力会社は，現在石炭火力発電プラン

トのコストを 借り入れているように，支払資金を借入でまかなうでしょう。先

進国での資金は簡単に調達することができます。例えば米国ではその 560 兆ド

ル の資本市場から追加投資に必要な年間500億ドルの資金を調達するのは難し

いことではありません。 

  

低炭素経済への移行が長期にわた る資金によっておこなわれると，GDP 成長率

が減速ではなく加速されることを意味します。CCS 発電プ ラント建設，再生可

能エネルギー源，エネルギー効率利用ビル，低炭素車両などに対する新規投資

は生産を増加し雇用を生み出します。もし増加コストが融資に よってまかなわ

れれば，他の物やサービスの消費の減少を埋め合わせする必要がなくなり，GDP

全体は上昇します。 

  

最後に，歴史は、私達の現在のコスト予測は実際のコストより過大に見積もら

れがちである ことを示しています。84これは，炭素価格や技術革新のペースな

どのインセンティブの変化への対応を予測すること が極めて困難であるから

です。例えば，1988 年に経済学者は米国が 1998 年までにクロロフルオロカー

ボン（CFC）を 50%削減するためには 210 億ドルかかると試算しました（図 11）。 

モントリオール議定書にもとづく 2年間の活動の後，1990 年には、CFC を 100％

段階的に廃棄するコストの見積は 27 億ドルに下がり、これは半減を見越して

いた当初より 87%の減少でした。同様に米国の SO2 （酸性雨）のキャップ・ア
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ンド・トレード制度の年間コストの試算は，1995 年に制度が開始される前は

30 億ドルから 250 億ドルでした。2007 年には実際の長期的なコストは 10 億ド

ルから 14 億ドルと見積もられています。当初の予測より 53%から 94％減った

のです。CFC や米国の SO2 削減は世界の二酸化炭素削減よりもかなり小規模な

問題でした。しかし，同じ原則が二酸化 炭素についても当てはまります。つ

まり，全ての技術革新やコスト削減の可能性を事前に予測するのは不可能なの

です。 

 (図表 11 「モントリオール議定書と米国の二酸化硫黄（SO2）取引

制度は予想以下のコストで排出量を削減した」) 

雇用に対する影響 

低炭素経済は 成長に対する主たる影響の結果として世界の雇用を犠牲にする

との議論があります。証拠は，低炭素経済は雇用を無くすのではなくより多く

の雇用機会を創造す ることができることを示してします。明らかに特定の高炭

素排出産業部門は否定的な影響を受けるでしょう。しかし，低炭素部門におい

て企業が雇用を創出し拡 大しているという多くの事例もあります（ボックス 4）。 

1.      再生可能エネルギー部門ではすでに世界中で230万人を越える人々

が雇用さ れており，2006 年だけでも 170,000 の雇用が創出されました？
85 

2.      中 国では，再生可能エネルギー製造部門がすでに 100 万人に近く

を雇用していると見積もられており，このうち 60%は太陽 光発電プラン

トの製造とサービスに従事しています。86 

3.      イ ンドでは，バイオマスのガス化事業がガスストーブ製造，バイ

オマス生産と加工，ガス供給とアフターサービスで 2025 年までに約

900000 の 雇用を創出すると見積もられています。87 

4.      ド イツでは，政府，組合，NGO および従業員連盟の共同組織「労働

と環境のためのドイツ連盟」による住宅改修プロジェク トによってこの

5 年間で 25000 の雇用が創出され，116000 以上の雇用が守られ ました。
88 
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しかし，重要 な問いは雇用に対する「純粋な」影響です。これについてもプラ

スの証拠が挙がっています。カリフォルニア大学バークレー校の研究グループ

は，2004 年の 米国電力需要の 20%が再生可能エネルギー（太陽光発電，バイオ

マス発電，そして風力発電）によって 2020 年ま でに供給されるというモデル

を作成し，電力需要が石炭火力もしくは天然ガスによって供給されるという状

況と比較して，78000 か ら 102000 の追加的な雇用につながると結論づけていま

す。（さまざまな種類の再生可能エネルギーの 割合によって異なります。）こ

れは 91％から 119％の雇用増加です。89 

  

ブロー ド・エア・コンディショニング社（中国）（ボックス 4） 

  

開発途上国の 収入が上昇するにつれて，空調に対する需要は拡大し，新しい温

室効果ガス源を作り出しています。ブロード・エア・コンディショニング社は

中国企業で空調ユ ニットを販売しています。同社の製品は CO2 排出量が少なく

従来の製品に較べ最大で 2倍のエネルギー効率を実現して います。この製品の

技術は，「電力を使用しない冷蔵庫」の原理にもとづくもので，液体を加熱し

て気化させて冷却し，凝縮蒸気が周囲を冷却する仕組みとなっ ています。この

空調ユニットは天然ガスなどの地元のエネルギー源を燃料として，電力供給網

の最大負荷を避けるようになっています。ブロード・エア・コン ディショニン

グ社は中国や他の開発途上国で大きな成功をおさめ，2006 年で 3億ドルを売上

げ，2000 名の従業員を雇用し世界 中で成長しています。同社は 18 百万トンを

超える CO2 排出ガスの節減に寄与 してきました。これは，2005 年のバーレン

の排出量に相当し，発電所に対する 125 億ドル 以上の投資に相当します。90 

  

国際競争力への影響 

3 番目の懸念は，製鉄，プラスティック，セメント，ガラス，あるいはアルミニ

ウムなどの特 定の高炭素排出産業部門が炭素排出規則によって不公平な影響

を受けるリスクです。炭素排出規則は先進国の方が中所得国や低所得国に比べ

て厳格になりがちで す。国による炭素排出政策の違いは，競争を歪めるだけで

なく，生産および雇用が炭素排出政策を十分におこなっていない国に流出する

結果につながり，経済お よび気候変動に関する政策目標を弱体化させます。 
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場合によっては，これは正当な懸 念であり，世界のすべての気象問題に関連す

る政権が取り組まなければならない問題です。しかし，以下のことは注目に値

します。 

1.      影 響される産業部門は世界の GDP と雇用にわずかな割合しか占め

ていません。例えば米国では GDP の 3%，雇用の 2%弱を占め るだけです。
91 

2.      比 較的小さな輸入のシェアがおそらく影響を受ける可能性があ

ります。例えば，アルミニウムと鉄鋼部門ではそれぞれ3%と7％が中国か 

ら米国に輸入されているのみです。92 カナダとヨーロッパはアメリカへの炭

素を主体とする輸入品の主要国であり、そのため同様に、気候に関する協定に適

用されます。92 

 

3.      炭 素政策の厳密な規定以上に産業構造や競争力学に大きな影響を

あたえる他の要因（技術開発，消費パターンの変化，一次資源の獲得手

段，一次エネルギーコスト など）があります。 

その他の研究でも環境規則の違い は，熟練労働力，技術，顧客へのアクセスに

比較して生産立地を決定する上で比較的小さな要因であることを示しています。

国ごとの，あるいは産業ごとの詳細 な研究でも炭素価格によって生産地域に大

きな変動が起きる可能性はほとんど示されていません。93 

国際的行政機関による温室効果ガ スに対する貿易面での影響は無いわけでは

ありません。しかし，これらの国際機関の影響は，一般的な貿易や経済問題に

比較するとわずかであると見られます。 そして既存の貿易調整メカニズムを通

じて，あるいはそれを修正することによって管理することができます。 

勝者の奨励と敗者の救済 

低技術革新，グローバル化，そし て最近のエネルギー価格の急激な高騰に端を

発した経済的な変動で優劣に変化が生じたように，低炭素経済の下でも敗者も

いれば勝者もいます。過去30年間にわ たる継続的な世界経済の構造改革から，

今や私達は新しい経済的現実へのスムーズな適応を援助する最良の政策介入を

知っています。その中には，既存資産の新 しい活用の促進，影響を受ける労働
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者に対する技術習得の促進，研究開発の促進，そして斜陽産業の保護ではなく

新しい成長エンジンの創造など，対象を明確に した介入があります。このよう

な政策介入を低炭素経済に移行するための課題にそったものにできることは，

明白です。 

  

私達は，誰が勝者で誰が敗者であ るかという私達自身の概念を見直してみる必

要があるかもしれません。例をひとつだけとると，炭素固化貯蔵技術の米国で

の導入はパイプラインと貯蔵設備への 投資を必要とし，その規模はおおよそ今

ある原油およびガス部門への投資に相当します。投資需要の増加が継続するこ

とによって莫大な利益を得られるのは製鉄 会社だけではなく，原油およびガス

部門も同じようにチャンスがあります。原油や天然ガスの輸送や採掘に使用さ

れるのと同じ多くのコア技術が炭素の輸送と貯 蔵に使われます。実際，私達の

経済でエネルギー技術とインフラストラクチャーの建設と管理の経験を持つ高

炭素排出工業部門が，結局は低炭素経済への移行に よって損失をこうむるので

はなく，利益を得ることになるかもしれません。 

  

多くの点で低炭素経済への移行 は，他の主要な経済変革に類似しています。産

業革命も情報技術革命も多くの新しい投資が技術やインフラストラクチャーに

対して行われたという点で「高くつ いた」かもしれませんが，両方とも大きな

成長をもたらし人々の生活を大きく改善しました。私達が25年後に振返った時，

ちょうど 私達が今日のインターネットを捉えているのと同じように低炭素革

命を見ている可能性があります。低炭素革命は，全く新しい産業を創造し経済

全体の生産性の 成長率を拡大するのです。 

エネルギー安全保障と国際安全 保障の拡大 

エネルギーに対する急速な国際需 要の増加とともに，長期的なエネルギー供給

の将来についての疑問や原油やガスの埋蔵地域が世界の最も政治的に不安定地

域に集中しているという不安から，エ ネルギー安全保障の強化が多くの国家的

主要議題に上がっています。今や私達はエネルギー安全保障と気候安全保障議

題を同列にあつかうことができる大きな チャンスを得たのです。 
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温室効果ガス削減により求められ ているエネルギー部門の変化を見るならば，

炭素削減策の 97%はエネルギー安全保障に大きく寄与するか，最悪の場合でもエ

ネルギー安全保障に対しては なんら影響を与えません。94エネルギー効率化対

策，再生可能燃料の利用拡大，国産バイオ燃料の利用，原子力発電，バ イオマ

ス発電など削減効果のある行動の約 50%は，エネルギー安全保障の強化につなが

ります。CCS，森林 保護，農業，輸入バイオ燃料を含む削減対策の約 47%は，エ

ネルギー安全保障に関しては中立的です。エネルギー安全保障を低下させなが

らも削 減を実現する唯一の大きな方法は，石炭を天然ガスによって代替する方

法です。しかし，それは削減可能性のわずか 3%に過ぎま せん。 

  

このように気候変動に対する取り 組みは，エネルギー安全保障の強化に圧倒的

にプラスに働くのです。しかし，このロジックは逆には働きません。エネルギ

ー安全保障を追求することは，必ずし も気候変動に対して有効ではないのです。

もし国産石炭を輸入原油や輸入天然ガスの代替として使用すると，世界全体で

年間 6億トンの CO2e 排出ガスを増加させます。同様に，もっと多量の石炭を液

化させ輸入原油や輸入天然ガスの 代替とすると，さらに 6 億トンから 12 億ト

ンの排出ガスを増加させるのです。95 

  

したがって，エネルギー安全保障 と気候安全保障議題は一緒に追求することが

重要となります。エネルギー安全保障を単独で追求すると，気候変動を加速す

る結果となります。しかし，気候変動 に対して思慮深く取り組む政策では，エ

ネルギーに対する依存から大きく脱却し，エネルギー供給の多様性を確保し，

そして原油やガス価格の乱高下に左右され にくい経済となるのです。気候安全

保障とエネルギー安全保障とは，互いにメリットがある関係なのです。 

  

エネルギーに対する依存度を低く することにより，国民がエネルギー価格の上

昇に苦しむ開発途上国にもたらす利益は大きくなります。低炭素経済への移行

は，開発途上世界がエネルギーを確保 する道を大きく開きます。特に世界で最

も貧しい20億人以上の人々が住み働く農村地域でエネルギーを手に入れやすく

なります。多くの新エネ ルギー技術（風力発電，太陽光発電，バイオ燃料，熱

併給発電）はより分散化された「地域エネルギー循環」型技術として展開する
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ことができます。このエネル ギー分散化によって農村部の生産性を根本から高

める基盤が提供され，貧困の解消を支援し，同時に都市化を管理可能なペース

に減速します。 

  

最後に気候変動に対する取り組み を国際安全保障の優先事項とする観点から

見ることができます。軍事戦略立案者は気候変動を国家安全保障に対する潜在

的なリスクとして拡大していると見なし 始めています。最近，米国の 11 人の

上級退役将軍と退役提督が出席する会議の席上で，世界の気候変動は「重大な

国家安全 保障の脅威であり，アメリカ本土を脅かし，米軍の作戦行動に影響を

あたえ，そして世界の緊張を高める」との結論が出されました。96 これは理論

的な将来の脅威ではありません。国連では 2007 年の 人道的緊急支援要請は件

点を除いたすべてが気象に関連していると推計しています。97 ダルフール 紛争

を世界で最初の気候戦争と呼ぶ人もいます。 

  

気候変動と国際安全保障に関する 最近のレポートの中で，欧州連合上級代表と

欧州委員会は「気象変動は現在の傾向，緊張，そして不安定を激化させる脅威

の増幅源とみなすのが最も適当であ る」との結論を出しています。98 このレポ

ートでは気候変動による安全保障上の脅威として 7項目を挙げ ています。 

1.      資源をめぐる紛争 

2.      海 岸の都市およびインフラストラクチャーに対する危機 

3.      国土の消失と国境紛争 

4.      環境難民の発生 

5.      脆弱で過激化する情勢 

6.      エ ネルギー供給をめぐる緊張 

7.      国際統治に対する圧力 

もし私達が気候変動に対する行動 を起こさないならば，私達が支払わなければ

ならない適応コストの一部には，気象に関連する紛争の人的コストだけでなく、

増大する防衛費及びその他の国家安 全保障支出も含まれることになります。 
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現在のそして将来の気候変動へ の適応 

この章で述べた議題によりリスク 軽減が推進されますが，一方で，世界が今大

胆な行動を取ったとしても，持続する温度上昇と気候システムの慣性によって，

今後数十年のうちに私達は重大な悪 影響に満ちた気候変動をほぼ確実に経験

することになるでしょう。99 私達は起こりえる変化に組織的に適応するためのプ 

ログラムを始めなければなりません。 

数十億の人々が気候変動の影響を 受けるでしょう。研究によれば最も貧しく最

も弱い人々が気候変動による打撃を受けますが，豊かな国々も無関係ではあり

ません。100 世界の人口の 6分の 1以上が氷河や雪解け河川のある盆地に住み，

それらの地域では水供給はより不規則になるで しょう。10 億人以上の人々が現

在海岸地域に住んでおり，その人口は 2080 年に は 50 億人を超えるとみられま

すが，その地域は海面上昇に脅かされるでしょう。高緯度地域と熱 帯湿地では

水の利用可能性は高まりますが，地中海盆地地域，アメリカ西部，そしてアフ

リカ南部のような半乾燥地域ではさらに乾燥し，干ばつが進行するで しょう。
101 

海岸線防護の改良工事から干ばつに耐える穀物の開発まで戦略全てが，すでに

進行している 気候変動によって影響を受ける人々や社会を救うために必要で

す。低湿地帯にある建築物のリスクと森林伐採の停止による洪水の防止はもっ

と真剣に検討する必 要があります。極端な天候の危機に曝されている地域社会

は，例えばバングラデシュにように災害の発生を住民に警告するシステムを整

備するなどの援助が必要 です。効果的なセイフティネットが地域の保険システ

ムと世界全体の再保険モデルによって提供されなければなりません。さらに，

私達は低所得家族のための 「マイクロ保険」という新しい形態を必要としてい

ます。 

適応コストについては，見積に大 きな幅があり，追加投資に必要な金額は年間

数百億ドルから数千億ドルとなっています。それは，低炭素経済に移行しない

「ビジネス・アズ・ユージュアル」シ ナリオの資金フローや現行の海外開発援

助に対する増加となります。102 確実なことは，炭素排出ガス削減の課題に取り

組ま ない期間が長いほど適応コストが上がり，対応できない変動が起きる可能

性が増えるということです。 

座視することは危険で高くつ く 
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気候変動論議においてこの章で述 べたシナリオは実に深刻なものあるにも拘

らず，批判者は気候の将来の変化やそれに対して私達が講じる対策の影響につ

いては多くの不確実性があると指摘して います。また地球が温暖化しつつある

一方で，その変化は言われているほど激的でないとも主張しています。 

気象のような複雑なシステムの将 来を予測することは，本質的に不確実性をは

らんでいます。IPCC のレポートは慎重な言葉で表現されており，証拠に関して

論議がある部分や予測の中の重要 な不確実な点については注記しています。批

判者は，気候変動に対処するコストは多額で，確実で，そして短期的であるに

も拘らず，リスクは不確実で長期的で あると指摘しています。それゆえ，私達

は気象の影響がより確実になり，低排出技術のコストが低下するまで行動を起

こすのを待つべきだと言うのです。しか し，この主張には 6 つの問題点があり

ます。 

第 1に，これま で科学は慎重すぎるという誤りを犯しがちでした。一般的に科

学者が問題をより深く研究した時には，その結果はより軽微でなく，より重大

になっていました。 例えば，2007 年の IPCC 報告では脅威レベルを前回 2001 年

のレポートよりも一層 深刻に提起しています。103 

第 2 に，私達が 確実に把握した時には手遅れなのです。気温が摂氏 2度以上上

昇し，温暖化の影響を確認した時には，気象を元に回復するには手遅れとなっ

てい るおそれがあります。気候システムには大きな慣性力があり，先に述べた

限界点はそこに到達するまで待つことはできないものです。  

第 3 に，私達が 長く待てば待つほど，排出ガス削減コストは大きくなります。

ビジネスや消費者がそれに適応する時間は短くなり，インフラストラクチャー

はその耐用期間以前 に建て替えが必要となります。また，排出ガス削減の道筋

はさらに厳しくなります。例えば，研究によると排出ガス削減の開始時期を 2010

年か ら 2020 年に遅らせると，年間に削減の必要な量は約 2倍となります（図

12）。104 さらに，行動を遅らせることは，新技術を開発して展開する動機付け

が減り，最終的な削減 コストが増大します。 

 (図表 12 「将来より大きな削減を回避するためには直ちに対処す

る必要がある」) 
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第 4に，中国， インド，ロシア，ブラジルそして中近東などの急速に成長する

新興市場で今後十年間に発電設備，輸送システム，工業，ビルその他のインフ

ラストラクチャーに 対する大規模な投資が行われようとしています。いったん

建設されると，それらのインフラストラクチャーは長期の耐用期間を持ち建替

えには多額の費用を必要 とします。インフラストラクチャーを、低排出技術を

使ったものにするか，高排出技術によるものとするかという決定をおこなう機

会はわずかしかありません。 これらの国々はすでに現在の排出量の 3分の 1を

しめ，年 4.3%ずつ増加しています。105 もしインフラストラクチャーが高排出技

術を使うものとして建設されると，おそらく目標値 からの大きな超過となり，

450ppmv に戻すには可能だとしてもさらに巨額の費用を必要とするでしょう。 

第 5に，世界の 炭素吸収源の減退により，行動を保留すると排出ガス削減はい

っそう厳しくなり，多額のコストが必要となることに注意することが重要です。

海洋の二酸化炭素 吸収能力が低下するにつれ気温が上昇し，そして世界は広い

面積の森林を毎年失っています。炭素吸収源の吸収能力が低下するにつれて，

年間削減量を同等量増 加する必要があります。 

最後に，6番目です が，私達が待てば待つほど，適応の問題は大きくなり，よ

り多額のコストを必要とするようになります。ほとんど全ての研究が「百の治

療より一の予防」の重要 性を示しています。気候変動による将来の損害と適応

コストは，私達が削減に向けた行動を遅らせれば遅らせる程，大きくなるので

す。 

  

気候変動に対する行動を起こすの を躊躇することは，不確実性を減らすわけで

も，行動のコストを減らすわけでもありません。行動の遅れは，リスクとコス

トを増大させるだけなのです。今行動することが賢明なのです。 

*** 

しばしば，必要は発明の母といわ れます。世界は低炭素成長の新しいモデルを

開発して実現しなければなりません。これには，地域，国家，地球の各レベル

で新しい技術，制度，インセンティ ブ，そして文化的規範が必要となります。

真の変化が求められており，現実のコストが関係します。しかし，そのコスト

は管理可能であり潜在的な恩恵は莫大です。潜在的な恩恵とは，新たな経済成
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長の源，エネルギー安全保障と国際安全保障の強化，先進国および開発途上国

双方の新しい機会，そして健全で清らかな地球です。 

  

しかし，これらの恩恵を現実のも のとしコストを管理するには，適切に設計さ

れた政策によって世界全体の努力を協調しなければなりません。不適切な設計

の政策では，問題への取り組みが不十分となったり，過大な経済的コストを，

とりわけその負担の難しい人々に課す結果となる危険性があります。次の章で

述べる課題は，いかにしてこれらの政策を 妥当なものとし，効果的な集団行動

のベースを作るかについてです。 
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第 2 章 グローバルな取組みに向けた

枠組みの展開 

2009年のコペンハーゲンで参列者が一堂に会するとき，参列者は近年の歴史の

中で経験したことのない，非常に困難な政治的課題に直面するでしょう。それ

は191カ国による賛成と批准を得て，京都議定書の弱点の提示も踏まえ、気候変

動の打開策となる明確な行動を取るための国際的な取り決めを制定するという

作業です。これこそが今年のG8が日本のリーダーシップのもとで開催されるこ

とになった理由です。 

15年間以上もの間UNFCCC(国連気候変動枠組条約)と京都議定書はコペンハーゲ

ンでの協議に報告され，またその中で形成されるいくつもの原則を制定してき

ました。2007年12月，インドネシアのバリでUNFCCC締結国はその交渉のための

ロードマップに賛同しました。まず，各国は｢公正さと，共通だが差異ある責任

及び各国の能力に基づいた｣行動をとるべきであることが確認されました。つま

り，先進国は絶対的な排出削減を義務付けることを確約することで先頭に立た

ねばならず，他方途上国も世界的な排出削減の手助けとなる公平な貢献をしな

ければならない，ということです。2つ目は炭素軽減のための市場，構造具体的

には世界炭素市場を設定する｢キャップアンドトレード｣方式に関与することで

す。 3つ目は軽減と適応のための行動を支援するための先進国から途上国への

資金フローが必要であるということがあげられました。4つ目はそれらの行動が

｢測定，報告，検証が可能｣ でなければならず，先進国への義務付けとなるよう

拘束力のある構造が求められました。この4つの原則を確実に適用していくため

に私達はまず，現在進められている交渉や議定書の長所短所から学ぶことが大

切です。 

 

そしてこれらの全般的な原則以上にコペンハーゲン会議前の数ヶ月間でさらに

多くの議題について検討されるでしょう。  
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コペンハーゲン会議の成功とは？ 

コペンハーゲンでは会議参列者は全員，これまでより広い世界経済，京都の教

訓の各国の解釈，科学に対する観点，国家間の公平性についての理解，それぞ

れの国内政策，世代を超えた平等性についての信念に感化され会議に挑むでし

ょう。  

当然ながらスタート地点での立場は各国さまざまです。しかしすべての参加国

をひとつにする，共有できる利益があります。経済成長を維持しながら世界中

の二酸化炭素排出を軽減すること，これはもっとも高次元の共有の利益といえ

るでしょう。これら 2つの主要な目的の基礎を作ることで，より具体的な目標

設定をすることができます。コペンハーゲンで成就すべく成果には以下のもの

があります。 

• 遅くとも次の 10 年から 15 年の間に排出量のピークを迎え，その後，「安

全な」CO2e の上限濃度についての科学的な実証に基づいた大幅な削減を

するという軌道にすばやく世界を乗せ，エネルギー製造，工業，消費者

行動に確実な変化をもたらす行動の立ち上げ。 

• 世界中の気候変動対策としてすでに実践している基盤，人類システム，

施設の気候変動への適応を，特にもっとも脆弱な国に実践していくプロ

セスの開始。 

• すべてのメンバー国の経済的な繁栄とエネルギー安全保障政策への願望

の実現。 

• 発展のレベルが国により異なるので取組みにおけるスタート地点の違い

の反映。国により次のような違いが考えられます。(a) CO2e 排出の安定

とその後，削減させるという実現可能な筋書きに関する経済面での根本

的な違い (b) 炭素削減費用の予算の差 (c) 推移を実践するための財源

規模の違い (d) 各国のより広い発展目標を背景にした削減課題の違い

(e) 施設の能力面でのレベルの差 (f) 現在の CO2e 濃度レベルに対する

歴史的な責任の違い 

• 各国が時間とともに関与レベルを上げ，拡大しつつある低炭素成長を追

及する国の輪に参加するような強力なインセンティブの提示。 
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• 財源，技術，低炭素商品やサービスの取引及び科学的，専門的，政治的

意見などの国際的な流れの拡大を通じた効果的な地球規模の行動のため

の機会創設。 

• 科学者，経済学者，技術専門家，政策専門家やその他のリスク，コスト，

反応の有効性についての専門家からの新しい実証の取り上げ。何よりも

大切なのは，コペンハーゲンが前進のない取組みにならないこと，そし

て大きく複雑な課題の展開に関する私達の知識を発展させ，様々な制度

や政策を創出するような取組みにすること。 

この章の後半は政策指導者達がコペンハーゲンの 10 の議題と 18 ヶ月後の成功

に向けたビジョンを調和させることができる方法について検証します。この課

題の政治的･技術的な複雑性を考慮すると時間な余裕があるとは決して言えま

せん。そのためこの章の目標はバリロードマップを組み立て，審議を集中させ

るための各国政府への支援を行い，同時に学術，NGO，ビジネス，政策関係者が

この議論に関する情報を広く行き渡らせる試みをサポートすることとします。 

コペンハーゲン会議における議題の基礎となる次の10項目について考えてみま

しょう。これらの項目は，経済的効果を有する，有効で公正な条約を策定する

ためには，不可欠な事項です。 

1. 地球規模の実施目標 

2. 中期的実施目標 

3. 先進国の取組みと炭素市場メカニズム 

4. 途上国の関わり 

5. セクター別行動 

6. 融資 

7. 技術 

8. 森林 

9. 適応 

10. 行動のための制度およびメカニズム 
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1.  地球規模の実施目標 

世界全体における 2050 年長期的目標値は，地球温暖化政策におけるその他の要

素についての論議の方向性を決定する重要な事項です。同時に温室効果ガス排

出抑制のための政策決定，評価を行う上での尺度となります。  

課題 

前章で述べたとおり，温室効果ガスの排出量を 2050 年までに 1990 年比で 50%

以上削減しなければならない点については，科学的に合意されています。とは

いえ，このベースラインは大きな政治的課題として残されます。1これは，2050

年の年間 CO2e 排出量をおよそ 200 億トンとすること，すなわち現在の推定排出

量である 550 億トンを 64%減少させることを意味します。原理的には，このよう

な削減策により排出量が 2020 年をピークとして 2050 年以降も 1世紀以上持続

して低下するならば，気候変動のリスクは，今日私達が置かれている状況と比

較して大幅に低くなります。  

しかし，注意しなければならないのは，このような目標設定により人類のリス

クが大きく低下することになったとしても，リスクを完全に排除したとは言え

ないことです。排出量を 50%削減した場合でも，IPCC が提案する必要な 50～85%

の削減範囲の最低値に該当するに過ぎません。この目標レベルでは，気温が 2℃

以上上昇するおそれが相当あり，その場合には依然としてより壊滅的なリスク

の可能性が残ります。 

今後の作業と課題 

世界全体の目標値によってその他の討議事項にも影響が生じることに留意しつ

つ，コペンハーゲン会議で最終合意に達するために政府間で解決しなければな

らない主要な課題には，以下の事項があります。 

• どのように目標値を設定するか（基準年に対する割合，削減の絶対量，

気温，濃度レベル等）。 

• パーセンテージとすればベースラインは 1990 年に設定すべきなのか，そ

れとももっと最近のものを採用すべきなのか。国別目標のベースライン

の持つ意味は？ 
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• 目標値の設定には，衡平な分配を考慮すべきか。例えば 2050 年までの排

出目標値である 200億トンを一人当たり約 2トンとして計算する方法等。
2 

• 目標値の達成について確信を得ることにより，政府や企業による長期的

決定において不確実性削減を支援するために必要な制度メカニズムは何

か。 

• 科学的・経済的知見に大きな進展が見られた場合，目標値を修正するた

めの過程には，何が必要か。 

2.  中期的実施目標 

長期的な目標は全体的な枠組みを示しますが，中期的な目標により，正しい方

向性であることを確認するとともに，投資に関する短・中期的なシグナルを得

ることができます。 

課題 

条約の発効から 2050 年までにおよそ 40 年あることを考慮すると，2050 年に向

うための道筋が必要となります。そのため暫定的な目標値に関する問題が提起

されます。前章で論じたように，長期的排出削減シナリオでは，排出量が短期

的には増加し，ピークに達した後に低下を示すとするものがほとんどです。そ

こで，一つの方法として，排出量が特定の期日にピークを迎えるようにするこ

とが考えられます。例えば，資料 2（第 1章参照）には，世界全体の排出量が

2020 年までにピークに到達し，2050 年までには 1990 年比で 50％まで低下する

シナリオを示してあります。 

2020 年までに先進国が大幅な削減を実施するのは見通しが急激すぎる，つまり

期間が短すぎると主張する人がいるかも知れません。その代替として到達しや

すい中期的目標を設定する問題点は，ピーク排出量を充分に抑制することがで

きなくなるおそれがあることです。ピーク排出量が充分に抑制されない場合や，

ピークの時期が後に（例えば，2025 年に）ずれ込んだ場合，過度の気温上昇を

抑えるためには，その後の排出量に対する制限を強化することが必要となりま

す（例えば，2050 年までに 50%を上回る抑制目標とするなど）。 

別の方法としては，2013～2017 年，2018～2022 年といった 5 年毎の約束期間を

設定して（京都議定書方式），その期間における平均排出量を測定する方法が
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あります。コペンハーゲン会議で世界全体の方針を決定した後，5年の期間終了

時毎に，実績や科学的・経済的データを基に評価を行う方法が考えられます。 

鍵となるのは，気候変動リスクを許容可能なレベルと調和した，現実的な 2050

年における世界全体の目標値に到達するための方針を決定し，当事者に対して

その方針を強制する制度的メカニズムや中期的目標決定メカニズムを策定する

ことです。 

今後の取組みと課題 

中期的目標に含めるべき要素として，以下の項目があります。 

• 中期的目標の設定期日としてふさわしいのは，2020 年か，それともそれ

以降か。 

• どのような表現方法で中期的目標を設定するか。基準年に対する割合と

するのか，どの年を基準とするのか，絶対削減量とするか等。 

• 中期的目標が（先進国の削減量，途上国の取組みの進展など）この政策

におけるその他の取決めにどのような影響を及ぼすか。 

• 検討を必要とするその他の中期的目標はないか。 

• 長期的目標に関し，進展により更に知見が得られた場合に目標値を改訂

するためのプロセスは何か。 

3.  先進社会のコミットメントと炭素市場メカニズム 

工業化国は，途上国によるかかかわり合いとともに，京都議定書に基づく合意

範囲を超えて，絶対的な排出量削減に向けたコミットメントにより主導してい

かなければならないことは広く受け入れられています。これらのコミットメン

トの実現には，国家的なアクションプランに支えられた炭素市場メカニズムの

役割が不可欠です。多くの国々が，国内市場を持ち，すべてがグローバル市場

に参加することになるでしょう。 

課題 

先進国の割当ての設定 
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先進諸国は，気候変動問題に大きな責任を負っているだけでなく(1850～2002 年

に排出された累積 CO2 容量の約 70～80％は先進国によるものである) 3，それに

取り組むための財政的，技術的資源を最も有していることから，京都議定書で

は，先進諸国が排出量削減を主導する旨を定めた原則を確立しています。京都

会議では，先進諸国は，2012 年までに国別排出量を 1990 年レベルから 5%削減

することを表明しています。各国の削減量は，+10%から-8 %まで開きがありま

す。 

また，コペンハーゲン会議では，先進諸国は，5年間のコミットメント期間で調

査した法的拘束力のある国別排出量に合意することが予測されます。ただし，

現在，IPCC による先進諸国の推奨削減義務は，1990 年に対して 2020 年までに

25～40%，2050 年までに 80～95%と，京都議定書で定められたものよりも著しく

増加しています(前掲の図 2には，この範囲のうちあまり積極的でない場合の状

態を示す) 4。 このような目標においては，現在の排出量増加率を大幅かつ迅速

に低下する必要があります。たとえば，米国の排出量は過去 15 年間で 16%増加

しており，目標を達成するには，今後 12 年間で 35～38%の削減が必要になりま

す 5。同様に，日本の排出量は，過去 5 年間で 7%増加しており，今後の 12 年間

では 30～44%の削減が必要になります 6。 

したがって，先進諸国のグループの排出割当にも，長期的および中期的なグロ

ーバル目標の定義および設定と同じ問題が生じます。具体的な国別排出量は，

各国における削減の可能性，費用，および能力の調査を通じ，さらには最終的

には話し合いにより決定されます。 

先進諸国のアクションプラン 

これらの目標を信頼性のあるものとするためには，排出量のコミットメントに

適合する具体的な戦略を示す国家的なアクションプランにより支持されている

ことが必要です。通常，このようなプランは，開発途上国に関して議論されま

すが，先進諸国が各国の削減戦略を評価する上でも役立つ手段であり，炭素市

場への参加者に対して透明性と情報をさらに提供することとなるでしょう。た

とえば，プランにおいて，削減を追求するため，どのメカニズムを採用するか(国

内排出量取引制度，国家セクター別プランなど)，また，技術，排出量予測シナ

リオなどを開発および配備するためにどのような取り組みを行うかを示します。 

「先進諸国」の定義 

どの国を「先進諸国」グループに含めるかということもさらなる課題です。1992

年に確立された先進諸国に関する附属書 I，あるいは 1997 年の京都議定書附属
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書 B 以降，世界は明らかに変化しています。したがって，コペンハーゲンでは，

どの国が，どの基準を用いて法的拘束力のある排出量を担うことが重要な議題

となるでしょう。 

炭素市場の確立 

京都議定書の主な特徴は，排出枠に合意した国が相互に排出権を取引できるよ

うにしたことにあります。したがって，排出量を超過した国は，排出量に満た

ない国から排出権を買い取ることができます。このようなキャップ・アンド・

トレード・システムにより，最も安価な方法で排出量削減の機会を模索するこ

とができるようになったため，削減費用の大幅な低下が可能になりました。コ

ペンハーゲン会議は，このシステムを前提とし，さらに発展させると考えられ

ます。 

図 13 は，先進諸国間(A，B，および Cで示す)の排出権取引を伴うこのようなシ

ステムの運用方法を示しています。図では，A国は，国内で削減を行うよりも安

価なため，他国から排出権を購入する購入者です。システムの一部の先進諸国

(A および B)は，国内炭素市場を持ちますが，そうでない国もあります(C)。ま

た，途上国も市場に参加しています。たとえば，Dは，クリーン開発メカニズム

(CDM – 下記参照)の最新バージョンに参加していますが，E国は，「非損失」セ

クター別計画に参加しています(セクション 5 を参照)。ブローカー，銀行，お

よびマーケットメーカーらの仲介業者や，民間および公的セクターの投資家な

ども参加する可能性があります。 

EU ETS やアメリカおよびオーストラリアで提案されているシステムなど，国内

（域内）排出権取引制度を有するか，または導入を検討している国家や地域の

数は増加していています。日本では，最近，2008 年秋までに取引スキームを開

始する「福田ビジョン」を発表しています。このようなシステムは，国別目標

を達成するために非常に効果の高いツールとなる可能性があります。しかし，

重要な問題は，これをどのように世界的な炭素市場に統合していくかというこ

とです。調査によると，真にグローバルな炭素市場が実現した場合，費用を 50%

減額できることが予測されています。7 

 (図表 13 「京都議定書後の世界炭素市場」) 

また，国際取引を国家間に留めるのか，あるいは，企業間取引(現在は国内また

は地域システム内で発生する企業間取引)に展開できるグローバル・システムに

していくかということも課題となっています。国際的な企業間取引では，より



 

 60

 

流動的な市場をもたらし，費用が削減されますが，排出目標達成にかかる政府

の統制力も低下します。これはグローバル通貨市場の経過と類似点があります。

たとえば，グローバル金融市場を見ると，1970 年代まで，ほとんどの通貨取引

は，国家間で行われてきました。多くの経済環境で資本規制が低下するととも

に，企業間および個人の通貨取引が急速に拡大しました。これにより真にグロ

ーバルな市場が実現し，経済効率は大幅に向上しましたが，交換レートや準備

金などにおける国家の統制力低下につながりました。グローバル化に伴い，国

際的な通貨市場が国家および国際的な機関構造および規制制度を必要としたよ

うに，炭素市場にもこれらが必要になります。 

クリーン開発メカニズムの改革 

最後に，京都議定書が定めた市場の別の主要要素として，先進諸国が，途上国

の軽減プロジェクトに対して投資を行うことにより，排出クレジットを取得で

きるようになったことがあります。これは，「クリーン開発メカニズム」(CDM)

と呼ばれます。前章の費用曲線が示すように，低費用削減のチャンスの 40%以上

が途上国にあります。CDM では，途上国は，投資フローのメリットを受け，先進

諸国は，国内市場のみで実行するよりも安価な削減チャンスを取得できるとい

う双方にメリットのある戦略を用いています。 

ただし，CDM を運用する際の複雑さにより，現在のところ拡大が阻まれており，

現在の投資フローは，75 億ドル程度にとどまっています。8これは，必要とされ

る財務フローのほんの一部です。また，CDM により削減できた排出の質に関する

課題もあります。したがって，コペンハーゲンで別の主要課題として，より大

きなスケールを実現しつつ質を確保するため，CDM を改革するかどうか，またど

のようにして改革していくかということがあります。 

今後の取組みと課題 

先進国の目標レベル，目標の比較可能性，これらの目標を達成する手段の判別

に関し，複雑な議論が進行しています。この議論には，炭素市場のメカニズム

に関する問題，各国内における土地利用変化および林業分野を含めるかに関す

る問題，ならびにその他の技術的な問題が含まれています。バリ会議において，

京都議定書締約国は，IPCC が定めた 25～40%の削減範囲(2020 年まで)を，グル

ープの目標レベルのガイドラインとして使用することを決定しています。 

もっとも重要な選択肢には次のようなものがあります。 
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• 各先進国が，2020 年までの時間枠内で着手するための取り組みレベルに

は基準年度，目標の期日を含む，さまざまな関連問題があります。それ

ぞれの国が軌道に乗っていることを確認するには 5年間のコミットメン

ト期間が有用ですが，市場に明確な意図を伝えるためには，2020 年以降

も継続する長期的な期間設定が重要です。  

• 各国の炭素生産性のレベルが異なるとすると，排出枠を決定する基準は

何か? 

• 国家的なアクションプランは，先進国が目標の達成を支援する有用なツ

ールとなり得るか?そのようなプランにはどのようなものがあるか?これ

らは必須であるか，または，単に推奨事項であるか?検討方法および検討

責任者は? 

• 炭素市場はどのような役割を果たすべきか?どのようにしたら，各国家の

スキームがコペンハーゲン会議で定める市場との互換性を持ち，共に真

にグローバルな市場を展開できるということを確認できるか? 

• 「先進国」の定義方法は?どのような選択基準か?リストは，各国が「先

進国」の状況に進んだときに改訂するべきか? 

• 各国は，開発途上国からの炭素削減量購入を通じて，目標にどの程度ま

で到達できるか?   

• CDM メカニズムの改良方法は?投資の流れおよび排出量削減は，排出権の

質を低下することなくどのように劇的に拡大できるか? 

• 不履行が発生した場合に最も効果的な強制メカニズムは何か? 

• 気象科学の迅速な開発および低炭素経済への移行速度を念頭に置き，目

標を再検討し，2020 年以降の目標を設定するメカニズムは何か? 

 

4.  途上国の関わり 

先進国による排出量削減と並行し，途上国においても，排出量の増加を減速さ

せ，排出量を削減していく必要があります。これらの関わりとその時間枠には，

途上国の排出量および能力や提供可能なインセンティブを反映させる必要があ
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ります。これらの関わりに関する取り組みは，国家のアクションプランで指定

する必要があります。  

課題  

先進国が先導すべき原則は一般的には受け入れられているものの，途上国の強

固な行動なくしては，危険なレベルの気候変動を避けることができないのは明

白です。現在の排出量の半分以上が途上国から出ており，急速に増え続けてい

ます。別紙 2に示すように，先進国が即時に排出量削減を開始すれば，途上国

は，今後 10 年間排出量を増加することができます。しかし，2050 年までに世界

全体の排出量を 50%削減するという目標を達成するためには，やがて排出量ピー

クを迎えなければなりません。IPCC では，途上国，特に中南米，中東，東アジ

アにおいては，2020 年までに，「基準値からの大幅な削減」を達成する必要が

あると述べています。9 

現在，途上国の国別排出枠については議論されていません。これは，排出問題

に関する歴史的な責任範囲が短く，そのほとんどが，先進国の標準的な生活を

渇望する貧しい国民であることや，経済を転換できる財政その他の資源も乏し

いため，不正な負担となると見なされているからです。それにもかかわらず，

最も苦しむであろう貧しい多くの途上国では，気候変動の問題への取り組みに

おいて各国が果たすべき役割と，気候変動への取り組みを行わなかった場合の

リスクについて認識しています。したがって，排出量軽減において，途上国が

公平に関与するためのその他の手段が必要です。 

バリ・ロードマップで想定された手段は，「持続可能な開発の枠組みの中で，

途上締約国が技術，資金，能力向上に関する支援を受けて実施する，計測，報

告および検証可能な国家的に適切な削減策」とされています。10 これらの「国家

的に適切な削減策」は，国家によるアクションプランで規定可能であると考え

られます。このようなプランは，国が炭素生産性を増加し持続可能な開発を行

うための具体的投資および行動を詳細に示します。プランでは，途上国(排出量

軽減を実行する場所)と，これらの軽減策に対し経済的，技術的，能力的，およ

びその他の支援を提供する工業化国との間のパートナーシップの基礎を提供し

ます。プランは，現在の海外開発援助(ODA)に追加される共同出資(または最貧

国の場合は，全面的な資金援助)の適正な対象となるでしょう。 

重要な討議内容の 1つに，途上国のグループを，コミットメントのレベルを伴

う何らかの方法でセグメント化すべきかどうかということがあります。中所得

国であるチリは，中国などの大きく急速に発展しつつある国とは異なる位置づ
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けにあることは明らかですし，中国は，ブルキナファソなどの小さく貧しい国

とも異なります。最も開発が遅れている国は，排出量問題にはほとんど関与し

ていないか，あるいは排出量を軽減する資源を持たないため，取り組みを行う

必要がない国々をセグメント化するためのさまざまな提案がなされています。

反対に，現在急速に工業化が進む国には，先進国からの財務的および技術的支

援を受けながらではありますが，今後一層の削減対策が期待されるグループが

あります。 

関連問題として，中所得国および急速な工業化が進む国は，「公平な関与」か

ら一歩進み，法的拘束力のある国別排出枠を採用すべきかどうか，また，その

手段とタイミングをどのように決定するのかという問題があります。一部では，

途上国が特定の開発基準に到達した場合に，自動的に「卒業する」仕組みが提

案されています。また，別には，途上国のコミットメントは，2020～2030 年ま

でに排出量がピークを迎えるように，時間に対するコミットメントとなること

が提案されています。しかし，一部の途上国は，先進国が現在から 2020 年まで

の到達目標を達成するまで，確固たる責務を負うことは不適切であるとしてい

ます。 

国家的な行動計画に加え，多くの途上国が CDM(セクション 3を参照)に参加する

可能性があり，一部の国はセクター・インセンティブ(セクション 5)スキームに

参加すると思われます。重要な質問は，途上国による大胆な行動を奨励・支援

するには，どのようなメカニズムや資金フローがその他に必要となるかという

ことです。目標は，創造性，競争，意欲を解放するための一連のインセンティ

ブを設定することにより，途上国を低炭素経済の革新者へと変換することです。 

今後の取組みと課題 

途上国の寄与という分野で最も重要な選択肢となるのは，以下の項目です。 

• 取り組みレベルや関与のタイプの両面において，途上国間でどのように

差異を付けるか? 

• 急速に発展している国が国家的な行動計画において実施すべき取り組み

は，どのレベルまで必要なのか?各国は，再生可能エネルギーやエネルギ

ー効率目標，分野別のコミットメントなどの国策や政策を含むことがで

きる。 

• バリ・アクション・プランに示された「計測，報告および検証可能」に

関する条項を実施する方法は?このことは，各国のアクションプランに対

してどのような意味を持つか？ 
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• 途上国のよる努力を支援し，その努力に対する熱意のレベルを向上させ

るために最適なメカニズムおよび資金調達のタイプは?つまり，低炭素経

済への変更プロセスを迅速化させるためのものとして，最適なメカニズ

ムおよび資金調達方法は何か？ 

• 途上国がコミットメントに貢献するレベルから，特に法的拘束力のある

排出枠体制へと移行する年度は？システムの開発および導入の支援とと

もに，途上国に必要となる監視，測定，および再検討システムとは何か? 

 

5.  セクター別行動 

コペンハーゲン会議の文脈では「セクター」という語は様々な方法で使用され

ています。先進国ではセクター別アプローチを排出枠に関しての約束を果たす

ための国別政策の一部として採用している国もあります。また，途上国では排

出量の多いセクターだけを対象にしたエネルギー効率や炭素生産性目標達成の

ための集中的インセンティブ計画についての提案もあります（発電など）。ま

た国際的な協定は一部のセクターにとって果たして有効なのだろうか，という

疑問も生じています。 

セクターを対象にした国レベルの戦略は特に古くから工業化計画が進んでいる

国や行政規制の厳しいセクター（発電など）では，その軽減実績を確実にする

ために有効な方法となるでしょう。しかし，肝心なことは，このような戦略は

国別排出枠を（代替するものではなく）支えるための政策として見なされるべ

きであり，炭素市場やそのほかのシステムと同調して排出枠を達成する際の補

助手段として利用されるべきであるという点です。 

途上国のための特定のセクターに集中したインセンティブは投資と排出量軽減

の促進につながる可能性があります。その成果はプロジェクトに基づいた CDM

よりもかなり大きいと見込まれています。このようなインセンティブはエネル

ギー効率，炭素生産性や脱炭素エネルギー源へ向けた行動を改善させるでしょ

う。そして炭素市場や現金払いでの排出権の売買という形を取るでしょう。排

出権に基づいたセクター別計画は実際，途上国のセクターが世界炭素市場に「参

加する」インセンティブとなります。そのためのポイントは a）計画の管理 b）

目標の達成を実際の排出削減に確実につなげること，そして c）排出権の流れが

拡大しすぎて炭素市場の値段が急速に下落しないようにすること，の 3点があ

げられます。 
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国際的なセクター別協定という発想はさらに論争を呼んでいます。国際的にセ

クター別の協定を設けることは先進国と途上国の間の努力の比較を可能にし，

取引における競争条件を平等にするための手段として取り上げられていました。

例えば，国際協定では鉄鋼，アルミニウム，セメントなどの分野でエネルギー

効率，炭素生産性を対象とした世界共通の目標をいくつか設定することができ

ます。このことはこのセクターが先進国，途上国ともに広がっているにもかか

わらず， 一定レベルまで確実に低炭素製造法へ集中させるサポートとなるでし

ょう。しかし先進国の中には国際的なセクター別協定が国別の排出枠の代用ま

たは緩和策として利用されることを懸念している国もあります。他方途上国に

は自国経済が対応できるまたは公平であるといえる水準に達する前に排出枠が

課されることに対し懸念を示している国もあります。 

しかし，国際調和につながるという点では（国別政策，またはインセンティブ

システムの一部として）セクター別の計画を履行する国のもたらす利益もあげ

られます。例えば，セクター別の実績についてデータを共有したり，ベストプ

ラクティスについて協力し合ったり，セクター別目標の達成を可能にするため

の技術を共有することなどがあります。 

特定の国際協定 の対象となるセクターとして国際航空船舶（いわゆる「バンカ

ー燃料」）が候補としてあげられます。このセクターは現在，京都議定書には

含まれていません。世界中の空や海で排出を行うセクターなので，国別排出枠

と取引制度にバンカー燃料を加えることは有意義な課題となるでしょう。 

今後の取り組みと選択 

• 先進国が自国の国別排出枠の規定を設ける補助として国別セクター計画

を利用する方法を考えていきます。 

•  集中型分野別インセンティブ計画を途上国にうまく機能させる方法を

考えます。またその選択基準は？インセンティブの内容は？管理方法

は？ 炭素価格に与えるかもしれない影響への対処方法は？ 

• セクター別計画に有用な国際協調にはどのようなものがあるでしょうか。 

• バンカー燃料に関する計画について検討します。 
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6.  融資 

途上国の行動計画，技術の拡散，森林破壊と適応のためには資金援助が必要で

す。 

課題 

融資は炭素市場，CDM，セクター別計画，そしてそれ以外の民間投資の運用政策

が促進する温室効果ガスの軽減に流れています。さらに主として途上国向けと

なる追加的な投資が必要な分野がいくつかあります。コペンハーゲン会議での

成功はこれらの投資が必要な規模で予定通りに実施されるようなシステムを構

築できるかどうかに左右されます。 

この流れの規模を試算する業務が急速に行われています。しかしそれについて

いくつかの重大な不確定性も残されています。UNFCCC は最近，2030 年までに途

上国は年間で建造物の改修に 190 億米ドル，低炭素工業生産に 140 億米ドル，

交通に 360 億米ドル，農業に 280 億米ドルさらに研究開発に追加資金が必要で

あると推定しました。12 森林は 200 億米ドル（第 8節参照），適応には 670 億

米ドル（第 9節参照）と推算されています。13 炭素市場が促進する投資に加え

て，融資が必要となります。しかし炭素市場の拡大が速ければ速いほど，炭素

価格は上がり，炭素市場以外からの資金調達の必要性は減少します。 既存の海

外開発援助（ODA）からの資金以外にも資金が必要となる事態が考えられます。 

問題はどのようにしてそれらの資金を調達し，支出するかの方法です。 資金源

については 3つの選択肢があります。まず，先進国の排出枠の一部を分割し，

排出権をオークションにかける方法です。 排出権の 2%から 10%をオークション

にかけると前述の必要な資金を調達できる可能性があります。この資金は気候

変動の原因である排出に関与しているので政府予算から直接支出されることは

ありません。EU ETS や米国法はともに資金増加の方法としてオークションを検

討しています。 2 つ目は先進国の排出や炭素取引に対して課税するという方法

です（京都議定書では実際 CDM 取引への課税が盛り込まれています）。3つ目は

各国が単に ODA 予算を増額する方法です。しかし必要とされている金額を独自

で調達できるとは思えません。これら 3つの方法すべてを組み合わせるのが最

適でしょう。 

予測されている資金は現在，多国間機関で扱われているものと比べ，かなり多

額です。融資を扱うために新しい機関を創設する必要があるでしょう。これら

の機関は既存機関と緊密な協力関係を築き，民間部門と協力するための創造的
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なシステムを採用することも必要でしょう。さらに，多くの国はこのような大

規模な資金の流れを扱い，それらを確実に有効利用できるような機関や能力が

ありません。国立の施設と能力の構築は効果的な資金の運用には決して欠かせ

ないものです。 

今後の取り組みと選択 

• 国と（緩和，適応などの）適用策が必要とする資金水準を明らかにしま

す。 

• 3 つの資金源はそれぞれどの程度可能性があるのか，またそれぞれの課題

は何であるかを特定します。 

• 資金の調達と分配のために必要な制度的構造（例えば，すべてのコペン

ハーゲン資金のための一般基金や複数の基金）の他，資金の管理やアカ

ウンタビィティについて検討します。 

• 新しい施設と既存の施設との協力，民間施設との協力によって資金援助

の効力がどのように最大化できるのかを検討します。 

• 資金を有効利用できるような国の能力を構築するための手段をどのよう

にして講じることができるのかを明らかにします。 

7.  技術 

技術革新は低炭素技術の開発に欠かせません。決められた時間内に新しい技術

とビジネスモデルを開発･展開 し高炭素技術のロックイン（固定化）を避ける

には，革新に向けた新しいアプローチが必要です。行動の中核となるのは革新

を目指す市場の力を利用することです。 しかし低炭素改革の世界的公共性を取

り込み，途上国で低炭素技術を普及するには国際的な協力も必要です。各国政

府は特に炭素回収と貯蔵などの中心的技術の開発をスピード化することが求め

られています。 

課題 

技術投資の大部分は民間から調達され，投資の促進のための鍵を握るのは強力

な炭素価格政策です。 前章で説明しましたとおり，炭素価格が 30 米ドルを超

えると低排出技術は価格的に競争力を持つようになります。しかし炭素市場だ

けでは十分とはいえません。 コペンハーゲンで補足的な政策を作成し，国際協
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力を実現することにより，技術の開発と普及を加速させることが見込まれてい

る 4つの分野があります。 

1. 市場拡大 – エネルギー効率の基準，光熱費価格に関するものや政府の購

入政策はすべて低炭素技術のための市場拡大とその理解を促進し，コス

ト低下を図ることができる政策です。コペンハーゲン会議ではそのよう

な政策に関する国際協調が技術開発を加速する方法について検討しなけ

ればなりません（日本の「トップランナー」プログラムをモデルにした

国際的なエネルギー効率改善活動など）。 

2. 研究開発資金 – 軽減目標の達成に向けた火急の技術（CCS，集光型太陽

熱発電など）には国際的な資金援助を適用できます。それには大規模な

公共基盤投資（CCS など）や公的規制（原子力発電など）の関与が必要で

す。同時に民間企業の投資意欲が比較的低い基本的な研究開発への資金

調達も欠かせません。 

3. 途上国に対する普及資金と支援 – 商業ベースによる技術の取得と，そう

した技術を使用する能力の構築を支援します。途上国の技術普及に関す

る研究から，そうした活動はより広範囲に及ぶ開発活動と強く結びつく

ことが必要であることが解明されています。14 最近，その第一歩として

米国，英国と日本が立ち上がりました。その意図は途上国における低排

出技術の適用を支援する300億米ドルもの資金援助にこめられています。
15 インドも先進国，途上国のエネルギー効率，クリーン技術に関する研

究開発機関による協力ネットワークについて提案しています（CLEANET）。
16 

 

4. 普及の障壁排除－例えば，高排出技術に対する助成金，低排出技術に対

する課税，競争原理に反する知的所有権の実践（例えば差別的な価格設

定）など，普及の妨げとなるものを取り除きます 。 

知的所有権に関してはさらに踏み込んだ，競争抑制的な障壁を取り除くだけで

なく，国際的な「保護と共有」を提案する声もあります。そのような枠組みで

は，政府対政府の低炭素技術に対する「保護と共有」協定とジョイントベンチ

ャーの奨励，公共･民間の協力関係が求められるでしょう。途上国での知的所有

権保護措置を強化するための普及資金と研究開発があれば支援は可能になりま

す。低炭素知的所有権をしっかりと保護していないということが発覚した国は

研究開発と普及資金へのアクセスから締め出される恐れがあります。この枠組
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みの中では技術ロードマップが採用され，早急な普及を促進するための鍵を握

る技術の特定とライセンス発行基準の設定が行われます。 

今後の取り組みと選択 

• 日本のトップランナープログラムをモデルにした原理に基づく国際的な

エネルギー効率改善プログラムを設定する可能性を吟味します（第 1章

参照）。 

• 資金調達の優先度が高い技術を特定し，そのようなニーズに対応するた

めのシステムを構築します。 

• 継続可能な開発政策全般に深く関与した普及資金と支援の最適な提供方

法を検討します。 

• 技術普及と知的所有権を創出するインセンティブに関する「保護と共有」

型の知的所有権計画が実施された場合に生じる影響を特定します。 

8.  森林 

森林破壊については，独立した個別のアクションプランによって森林の保護と

炭素吸収源の回復を図ることが必要です。 

課題 

前章で述べたように，森林破壊は，15～20%の温室効果ガス排出の原因となりま

す。森林破壊と土壌劣化に起因する排出ガスの削減(REDD－レッドーという)お

よび植林により，排出ガスを大きく削減できる可能性があります。事実，森林

に対する強力な行動なくしては，地球気候対策は成功しないでしょう。 

森林問題に取組むさまざまな提案がなされています。提案の内容は，森林伐採

を防ぐため，森林を排出権取引に含めて，経済的インセンティブを作り出すこ

とから，森林再生を援助する資金プログラムや森林管理の改善，林業生活者へ

の代替生活手段の提供まで多岐にわたります。 

問題は，世界の巨大森林地帯が開発途上国に集中しており，そこに世界で最も

貧困な人々が住んでいることです（図 14）。森林管理には，森林保護のインセ

ンティブの提供と，代替的経済機会提供という複雑な経済問題がからみ，同時
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に広大な地域を監視し森林行政を施行するという困難な行政問題にも関連しま

す。 

 (図表 14 「森林伐採の最も大きな影響を受ける熱帯諸国」) 

 

ほとんどの国々では，森林破壊を減らす法律を施行する能力はおろか，排出ガ

スを測定したり監視する能力もありません。そのため，「投資可能な」森林プ

ロジェクトを生む仕組みが重要です。投資家が投資効果を立証できなければ，

資金を集めることは困難です。このようなプロジェクトへの提案を作り出し，

実験的な試みを行って，森林プログラムによる新しい資金調達を成功させるた

めの方法を示すことが必要です。森林再生への取り組みを支援するため，国レ

ベルおよび国際レベルの機構を構築し強化することも必要です。 

さらなる作業と選択 

• 森林を市場メカニズムに組み込むべきだろうか？森林に対する期待効果

は？広範な炭素市場への影響は（例：品質，排出権価格）？  

• 正しいプログラムに基づく資金調達メカニズムとは何か？資金需要，資

金源，および制度的構成はどうか？ 

• どのようにして国ごとの必要な制度と能力を見極め，資金と支援を提供

するメカニズムをつくるのか？ 

• 地球的規模の計測・監視能力を評価する最良の方法は何か？どのような

支援が必要か？ 

9.  適応 

IPCC が結論付けたように，気候変動は，現在起こりつつあり，緊急対策を施し

て排出ガスの削減をしたとしても，変動は続くと思われます。したがって，一

定程度の適応策は，選択でなく必須なのです。IPCC は，さらに，気象リスクに

対して最も脆弱なのは，開発途上の国々であると規定しています。とりわけ食

料確保と水資源確保に与える重大な影響が原因です。適応に向けた注意喚起は，

これまで，十分行われていませんが，コペンハーゲンでは対策の大きな要素を

占めるでしょう。京都議定書の適応基金が機能しはじめ，CDM 課徴金による資金

が集まり始めてはいますが，その規模は，あまりにも小さすぎます。 
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課題 

バリ行動計画では，適応への行動をコペンハーゲン合意の主要部分と位置づけ

ています。京都議定書の適応基金は，この問題に取組む第 1ステップです。し

かし，現時点まで，適応の問題は，国連気候変動枠組条約（UNFCCC）と京都議

定書に分れています。現在では小さいと言えどもこうした努力を結集して，災

害救助や医療問題，食糧安全保障問題の分野で求められている更なる努力につ

なげる橋渡し的な枠組みはありません。京都議定書に基づく適応基金は，今動

き出したばかりです。しかし，適応問題が提起する膨大な課題を調整し管理す

るプランは今のところありません。また，これが開発計画やその実施に，実際

上，どのような意味を持つのか考え抜く能力は，とりわけ開発途上国には，ま

だありません。また，資金提供者にしても，何十億ドルもの資金を集めたとし

ても，その資金が最も緊急で重要な用途に使われる，という自信はありません。 

開発途上国は，適応に対する行動を開発議題に組み込むべきであると主張しな

がらも，適応対策は開発援助への上乗せ分と考えるべきだ，と指摘しています

（例：気候変動に起因する洪水の救済援助は，開発援助の外枠として扱われる

べき）。さらに，海外開発援助の減額に直面するばかりか，今後発生する洪水

や干ばつなどに対処するため，資金調達を行う必要があるのでは，と懸念して

います。2030 年までの開発途上国に対する資金の全体的な資金需要は，年間 280

億ドルから 670 億ドルと試算されています。17しかし，試算のばらつきが示すよ

うに，詳細な資金需要を決定し，資金の配分や資金がもっとも効率的に使用さ

れるようにするための制度的準備という重要な仕事が残っています。 

  

また，世界的な保険プログラムのような大胆な提案を，マイクロおよびミクロ

両方のレベルで具体化するさらなる作業が必要です。最も開発が遅れた国では，

インフラストラクチャーと資源の未整備のため，気候の影響によるリスクにさ

らされる可能性が最も高いのです。保険による財務リスク移転方式は，リスク

を一まとめにし，共有するのに役立ちます。それは，有効なリスク・カバレッ

ジをする独立した金融商品として採用することも出来ますし，より大きな資金

活用をもたらすマイクロ・クレジットの構成要素としても使うことができます。

この保険に基づくアプローチの拡大は，従来の天災対策や資金プログラムを補

完するものとなります。 



 

 72

 

さらなる作業と選択 

• 適応のための資金需要レベルはどのくらいなのか？資金調達のメカニズ

ムはどのようなものか？ 

• .資金を分配し資金についての説明責任を果たすためにはどのような制

度的取り決めが必要なのか？例えば，適応に関して論議しているさまざ

まな分野で現在活動している組織（途上国政府，国連食糧農業機関，世

界保健機構，赤十字など）を統合した世界適応フレームワークのような

組織を設立して，本当のニーズに即座に対応するようにするのが良いか

もしれない。このような必要性については，国家適応行動計画の中で確

認することができる。 

• リスクを確認し，将来の計画を見極めるための能力が確立されているこ

とを確かめる方法は？フレームワークには，開発途上国の国立大学や研

究機関など地域の専門機関を含め，そこで地域，国家，地方への予想さ

れる影響を研究し，政府への助言をおこなう必要がある。 

•  グローバルな保険機構とミクロの保険機構の設立による可能性とは何

か？それらが提供する機能の判別方法は？ 

10. 行動のための制度とメカニズム 

明らかに，世界的な気候変動対策のための新しい制度とメカニズムが必要とさ

れています。しかし，かならずしも単一の中央集権化されたメカニズムである

必要はありません。また，従来的な官僚的制度である必要もありません。政府

部門と民間部門との本来のパートナーシップを発揮する余地があるのです。 

課題 

コペンハーゲンにおいても，またより広範で包括的な国際的気候政策フレーム

ワークの実施においても，国連気候変動枠組条約（UNFCCC）を強化することが

最も重要な課題となっています。その課題を通じて，条約に関わる政策実施の

制度的準備の計画と合意，そして条約の目標の実現を図る必要があるのです。

資金フローの規模や監視と検証，報告の必要性，さらには，政策，手段，市場，

インセンティブなどの複雑性，それらすべては迅速で効率的な制度を必要とし，

充分な人員を必要としています。同様に，これらの制度は，大きな政治的介入
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を必要とせず各ステップで停滞することなく，進化するフレームワークを持て

ることが重要です。 

現在の国連とブレトン・ウッズ体制だけに依拠するフレームワークでは，これ

らの問題に対処できないことは明白です。国連気候変動枠組条約（UNFCC）が中

心的な役割を果たし続ける一方で，炭素市場の監督および技術，森林，適応に

対する資金調達などの分野で新しい組織の創設が必要となっています。学会，

NGO，そして地方政府および他の分散型組織の活用や，公的部門と民間の連携ア

プローチをうまく適用できるよう誘導し，民間部門への責任の委譲を進めてい

くことが重要なのです。 

また，コペンハーゲン合意では，決定をできる限り下位レベル（例：市，州，

国）に移管し，新規の官僚的な国際機構設立は最小限とするための，補完性原

則を確立することが必要でしょう。 

 

.最後に，コペンハーゲン合意では，機関と政策が，参加国の状況の変化応じて，

あるいは，科学と気候変動経済の進歩に合わせて，時とともに変革してゆける

メカニズムが必要となるでしょう。しかし，同時にこの体制を，長期的な期間

にわたって強力かつ信頼できる組織として見る必要があるのです。 

さらなる作業と選択 

• ポスト・コペンハーゲン体制とメカニズムのための正しいフレームワー

クは何か？そして，決定権，統制，そして説明責任の詳細は？ 

• 決定権を委譲する下位レベルとは何であるべきかをどのように評価する

か？ 

• これらのメカニズムの中の民間部門の役割は何か？ 

• 既存組織の中で役割を果たせる一番良い組織はどれか？ 

*** 

詳細はさておき，では，コペンハーゲンでの成功とは何でしょうか？本質的に，

合意の成功は，2050 年目標に向けた方向性を高いレベルで定めること，先進国

の大幅削減と開発途上国による相応の取り組みを通じ，適切な中間目標と継続

地点を設定することにより，世界を目標達成の軌道に載せること，効果的で機
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能するメカニズムと制度を創設すること，そして教訓によって対策を改善でき

るプロセスを築くことにあります。 

気候変動対策によって 21 世紀の低炭素化のために，未来に向けた投資，決断，

資金流入が起こるかが，試金石となるでしょう。 

このような成功を実現することは大きな困難をともない，G8 をはじめと

する最高レベルのリーダーシップを必要とします。 
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3. 合意の実現に向けた条件づくり：

G8 によるリーダーシップ 

コペンハーゲンでの成功は，国連気候変動枠組条約（UNFCC）に向けて準備して

きた世界中の国家指導者，会議出席者，そして専門家としての今後の 18 ヶ月間

の行動にかかっています。優れた結果を得るためには，勢力的に開始し，指導

者が最高レベルの議論を行い，それによって交渉による詳細提案の作成が可能

となることが重要です。G8 +5 だけが気象問題を話し合う会議ではありません。

主要国経済会議プロセス（MEM）や他のフォーラムも重要な役割を果たすでしょ

う。しかし，世界は，この問題についてリーダーシップを示すことをこの主要

先進国に求めています。G8 各国は，コペンハーゲンにおいて世界を成功に導く

政治力を作り出す極めて重要な機会が与えられているのです。 

北海道洞爺湖の G8 におけるリーダーシップ 

北海道での重要な第一歩は，G8 各国がコペンハーゲンでの長期合意の達成の再

確認にあります。バリ行動計画を実施に移す上での多くの仮説的な選択肢に関

する有益な議論や評価が行われてきましたが，これらの論議を前進させ，議論

の根拠となる分析を推進するための，具体的な提案を緊急に必要としています。

G8 首脳陣は，これを実現する支援となることができるのです。 

第 2章では，出席者が，今後 18 ヶ月にわたって取組みを行い，コペンハーゲン

で結論を出す必要がある一連の更なる作業と重要な選択について説明します。

北海道では，G8 首脳陣は気候変動対策の 10 個のビルディング・ブロックにそれ

ぞれについて方向を示すことにより，フレームワークを設定し旅立ちへの弾み

を付けることができます。  

1.  世界的な目標の設定 

世界は，世界的な地球気候変動対策において詳細な決定を行うための明確なビ

ジョンを必要としています。何よりも重要な点は，低炭素です。世界の気候の

回復こそが，エネルギー安全保障，国家安全保障，そして持続的経済発展にと
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って不可欠なのです。この世界を存続可能なものとするためには，全ての登場

者（政府，産業界，市民社会）と資源（技術，資金，政策）を動員する必要が

あるのです。 

ビジョンを実現することは，今度は，グレニーグルズおよびヘリンゲンダムで

合意した声明を実施し，長期的な世界の排出量目標を設定して，これらの登場

者や資源を正しい方向に後押しすることです。この報告書で明らかにしたよう

に，気候変動の悪影響の回避に関する国連気候変動枠組条約（UNFCCC）設立文

書に銘記された目標を達成する妥当なチャンスが私達にあるとすれば，この確

実な目標は以下になるはずです。 

世界の温室効果ガス排出を2050年までに1990年レベルの少なくとも

50%まで下げること。 

国別上限値の算出方法には特定の基準年度が影響を与えていますが，世界目標

にとって重要なのは，基準年度や基準パーセントにかかわらず，2050 年の CO2e

排出量が 200 億トンを超えてはならないという点です。したがって，もし政府

が，より新しい年度の基準値(例えば 2000 年もしくは 2005 年の基準値)を選択

する場合，各国の指導者は，各基準年度の数値レベルよりも少なくとも 56%から

61%の排出量削減の合意を選ぶことができます。 

2.  中間目標 

しかし，2050 年ははるか彼方です。科学的根拠は，50%削減の目標を達成するた

めには私達自身が早急に2020年までに世界の排出ガスのピークに達するという

道筋を進む必要があることを示しています。北海道に集った G8 各国指導者は，

これらの目標のバランスをとりながら，確実な目標達成を明確にしなければな

りません。 

世界の炭素排出ガスがピークとなる時期については合意されていま

す。 

これは，コペンハーゲン会議において，排出ガスを誰が，どれだけ，いつまで

に削減するかを決断しなければならないという複雑な責務の背景となっていま

す。 

3.  先進国の責任と炭素市場のメカニズム 

G8 各国は，より多くの排出ガスの歴史と，炭素生産性を大きく改善できる技術

力および資金的能力により，排出ガス削減レースの先導を務めなければなりま
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せん。先導役の務めとして，その政府部門と民間部門が世界の低炭素技術の開

発と導入の先頭に立つことを推進するインセンティブと条件を作ることが必要

です。北海道では，G8 参加国指導者が次に合意するかどうか，重要なメッセー

ジを発することでしょう。 

G8 各国およびその他の先進国は，温室効果ガス削減に向けた取り組みの基

本方針を再確認し，削減実現のための炭素市場の活用を約束します。 

炭素市場が炭素価格を作り出す役割をはたし，炭素価格が低炭素技術の適用と

低炭素代替品に向かう生産と消費の推進に役立つならば，運用中もしくは計画

中の排出権取引スキームが，効率的で透明性のある世界マーケットへ進化する

ことを妨げないことが重要です。したがって，北海道で発表される公式声明で

は，以下の基本的な合意が重要な部分を構成するでしょう。 

国内の炭素市場が，コペンハーゲン会議で採択される原則に基づくこと

を確認し，G8 各国の炭素市場を国際的な炭素市場に統合することを長期

的な目標として設定します。 

4. 開発途上国世界の分担 

先進国による確約を確保することは必要ですが，炭素排出量削減の必要水準を

達成するためにはそれだけでは十分ではありません。これに加えて，主要新興

市場においても今後10年で大規模な炭素生産性向上を達成するための支援の必

要があるでしょう。G8+5 が全体として以下の文言に合意できるなら，北海道洞

爺湖サミットにおける有意義な前進となるでしょう。  

地球規模の排出削減目標値達成に向けた公平な分担は，国家計画および

開発途上国による低炭素技術・基幹施設への投資促進に対する先進国支

援の重要性に基づいて認められる。 

5. 部門別対策 

国レベルの部門別アプローチ，開発途上国各国に対する部門別インセンティブ，

各部門に関する国際協力は，炭素市場や国内政策・措置を有効に補完するもの

となる可能性があります。しかしながら各部門に関しては，やるべきことがま

だたくさん残されています。G8 首脳陣は，イタリアのマッダレーナ・サミット

における検討を委任することで，各部門における進展を促進できるでしょう。 

削減目標の効果的な達成において，部門別アプローチが国内政策および

炭素市場を補完する可能性に関する報告 
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6. 資金調達 

開発途上国における低炭素促進を支援するため，炭素市場は大規模な資本の注

入をますます強めていくと考えられますが，費用の全てを賄うことは不可能で

しょう。開発途上国は，国レベルの実行計画，技術の取得・開発，林業や気候

弾力性のある開発に対する持続的な投資に関して，財政支援を必要とするでし

ょう。既に多くの先進国が認めているとおり，これには現行 ODA フローに対し

て明らかに追加となる資金供給が必要です。これを達成するため， 

G8 は，許容排出枠の競売等，各種資金源・調達方法を調査することに合

意しなければなりません。 

7. 技術 

G8 各国は，気候変動緩和のための主要な技術的選択肢の開発および展開を促進

することができます。IEA の技術ロードマップによれば，CCS と太陽エネルギー

の両方を合わせると，2050 年までに必要とされる年間排出削減量の 15％を達成

できる可能性があります。そのため，特に石炭使用量の増加が見込まれている

ことを考えれば，これらの実用化を推進することは間違いなく優先事項です。1 

これを実現するため，将来の発電において、石炭発電が大きな役割を果たす可

能性の高い全主要国において、本格的な CCS 実証発電所が必要であり，大量の

太陽エネルギー資源が存在する場所には大規模な太陽光発電所の設置が必要で

す。新興工業国各国と協力した北海道洞爺湖サミット G8 首脳陣の重要なメッセ

ージは，以下を確約することとなるでしょう。 

完全に機能する炭素回収・貯留装置を備えた石炭燃料による発電所と

大規模な実証太陽光発電所を，先進工業国並びに開発途上国において

2015 年までに相当数稼働させる。 

また G8 は，大規模なエネルギー効率改善プログラムを開始することにより，既

存・新規の低エネルギー技術を大幅に推進することができるでしょう。こうし

たプログラムはエネルギー安全保障の向上に役立つばかりか，投資回収率も高

いでしょう。 

G8 首脳陣は，2006 年と 2007 年のサンクトぺテルスブルク・サミットお

よびハイリゲンダム・サミットにおいて発表・討議された，16 件の IEA

エネルギー効率提言全ての完全実施を誓うべきです。  
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G8 はエネルギー効率に関して，さらに思い切った手段を取り，以下により，開

催国である日本の成功例をさらに発展させることができるでしょう。 

家庭用電化製品，自動車，工場，建造物その他該当する部門のための国

際的なエネルギー効率基準の設定と更新を調整する，日本のトップラン

ナー・プログラムをモデルとする制度的枠組のために，この事例につい

て調査します。 

8. 森林 

二酸化炭素排出削減において陸域炭素損失の減少が果たす主要な役割とそれに

伴う複数の利点を考慮するならば，G8 は， 

重要な炭素吸収源および潜在的な炭素削減源としての森林管理の重要性を

明白に認め，したがって森林破壊を減らし，植林を奨励する強力なインセ

ンティブを創出する必要性を認め，  

森林破壊を減らし，植林を奨励するさまざまなアプローチを試すことを目

的として，主要森林諸国と協力して試験計画の策定プログラムを開始する

べきでしょう。 

9. 適応 

先進工業国諸国は，2006 年 UNFCCC のもとで採択されたナイロビ作業計画発表の

提言の導入をスタートすることにより，適応の重要性に対する認識を示すこと

ができます。既に論審議中の資金供給コミットメントは，以下の目的に利いる

ことができるでしょう。 

国別適応行動計画（NAPA）の各計画について，優先度の高いプロジェ

クト 1件に資金援助を行います。適応の重要性に関して明瞭なメッセ

ージを送るため，この資金援助は 2009 年 G8 サミットまでに実施する

ことが望ましいでしょう。 

さらに，北海道は，官民合わせた資金援助によって世界で最も弱い立場にある

人々に対して安全策を提供してくれる，世界規模の再保険制度に関する大胆な

新イニシアチブのための場となるかもしれません。詳細については研究を要す

る部分が多いですが，G8 諸国の財相に対して以下を呼び掛けることについては

まったく問題ないでしょう。 
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世界の保険業界と協働し，特に気候変動リスクにさらされている世界中

の低所得者層に対する安全策の設計のため，保険業界が役割を果たす方

法を考案する。 

また，協調的処置，適応のための慣行計画の共有が G8 加盟国にとって有効であ

り，G8 加盟国は以下を実施することで，気候問題に備える必要性に対する責任

を占めすことができるでしょう。 

G8 の各環境相に対して G8 の適応必要性の検討と G8 国家横断的調整の機

会の評価を要請します。 

10. 取り組みの組織と仕組み 

気候変動に関する効果的な世界的体制には，実績を監視し，資金を配分し，専

門知識を伝達し，市場や技術開発へ影響を与え，修正後の目標値に関する科学

的理解を養うため，質の高い，信頼のおける一連の組織が必要です。気候変動

に関する世界的体制は，過去 50 年にわたる多国間制度の経験を集めたものを基

にし，そうした教訓を気候変動に関する世界的体制の管理のための実行力があ

って公明正大な（そして時には競争力のある）組織のネットワークへと変換す

る重要な機会を提供してくれます。  

G8 各首脳は，自身の政府に対して以下を要請することにより，その進捗を促進

することができるでしょう。 

地球規模の気候変動に関する取り決めについて，a.)適切なモニタリン

グ・報告メカニズムが存在すること，b.)新しい科学的・経済的証拠への

対応について柔軟であること，c.)実効炭素価格を確実化するメカニズム

が存在すること，d.)目標値とコミットメントに対する実績の比較に基づ

く調整が可能であること，e.)その実行メカニズムについて政府，多国間，

社会部門，民間部門の機関が関与するものであること，f.)機関の実績に

ついて義務を負い，先進国世界と途上国世界の双方を公平に代表する管

理組織が存在すること，を確実にするための提案を策定する。 

北海道洞爺湖サミット・2008 年 MEM から 2009 年マッダレーナ G8 に向けて 

以上，本報告でこれまで述べてきた事項を考慮すると，政治的折衝プロセスを

補足するものとして，実施しなければならない具体的な専門的作業・研究が大
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量に存在することは明らかです。IPCC と UNFCC はその秀逸な作業を継続します

が，支援が必要です。  

最終的には全ての国家が一つの気候変動の取り決めに合意しなければなりませ

んが，世界の各主要経済間における合意は，コペンハーゲンにおける成果の重

要なさきがけとなるものです。 

G8+5 は，まさにそれを行うため，すなわち共通合意部分について決定できるよ

う主要国による非公式会合を行うために，2005 年にグレンイーグルズにて組織

されました。合衆国主導の MEM もまた同じくそれを目的として作業を行ってい

ます。 

主要経済国各国間における何らかの形態の調整が北海道洞爺湖サミット以後，

そしてマッダレーナ G8 へと継続してゆくと考えて妥当でしょう。 

上記に概説した合意と処置に加え，第 2章では，コペンハーゲンにおける合意

のうち，政府最上層部における決定が必要となる局面が多数存在することを示

しましたが，これについて最善の選択肢は未だ明瞭ではありません。 

2005 年のグレンイーグル G8 サミットで開始され，北海道において終了する予定

のプロセスにより多数の取り組みが発動され，そうした取り組みによって IEA

のエネルギー効率勧告，IEA 技術ロードマップ，世界銀行のクリーンエネルギー

投資枠組み等の潜在的解決策への理解が深まり，GLOBE 議員ダイアローグ，世界

経済フォーラムにおける CEO プロセス等の合意を支援するためにさまざまな関

係者が集結しました。  

北海道において，イタリア・マッダレーナにおける 2009 年サミットまで続く同

様のプロセスを制定することは，研究の取り組みの指導や，以後 18 か月間にお

いて政治指導者が直面する選択肢にさらに磨きをかける上で，大きな価値をも

たらすでしょう。小規模の事務局を創設して以後 12 か月間の主要な作業の流れ

を調整し，UNFCCC のプロセスや専門家ネットワークとの緊密な連携を確実にす

ることにより，このプロセスは大幅に強化されると思われます。第 2章に述べ

たとおり，分析が必要とされる主要な技術的・政策課題がありますが，これら

は低炭素経済への適応による，予想される費用と利益に多大な影響を与えるも

のです。マッダレーナサミットまでに G8+5 首脳陣が以下の例のような事項に関

し，主要な懸案に関して合意し，具体的な提案が可能であれば，それは計り知

れない価値を持つものとなるでしょう。 

1. 地球規模の排出量がピークに達する日付および先進国による削減スピー

ドおよび削減幅への影響 
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2. 各国内炭素市場の連携およびこれら市場を通じた国際的な炭素資金フロ

ーの規模拡大のためのプロセスならびにメカニズム 

3. コペンハーゲン合意において必要となる，先進国各国から途上国への資

金フローの評価およびその潜在的資金源 

4. G8 による CCS および大規模太陽光発電の試験的先導の取り組みに関する

経過報告 

5. IEA のエネルギー効率勧告実施に関する経過報告および（トップランナー

方式をモデルとした）G8 主導による国際エネルギー効率の枠組みに対す

る提案 

6. G8 による林業に関する選択肢の評価および各試行に関する経過報告 

7. 全世界的な保険メカニズムを創設して，気候変動リスクに最もさらされ

ている全世界の低所得者層に対する安全策を提供する方法に関するG8蔵

相の提案 

8. 適応の課題に対する G8 の準備度合いの検討 

9. コペンハーゲン条約を後押しするための制度的調整に関する提案の検討 

10.マッダレーナ・サミットからコペンハーゲン・サミットまでの期間にお

ける G8 首脳陣または大臣レベルの審議が役立つと考えられる，主要未決

事項の評価 

 

*** 

G8 は，ちょうど危機的な時期に開催されます。 低炭素経済への移行に関する科

学的論拠は明らかです。 経済的な論拠では，世界で成長，新規雇用，エネルギ

ー安全保障，一層の公平性と機会の新たなソースを創出するようなやり方で私

達の経済を変化させることにより，低炭素経済への移行は可能であることが示

されています。しかしながら，191 カ国がこの道を行くという合意を得ることの

政治的な複雑さは計り知れません。明確かつ決断力のある指示を出すことによ

り，北海道洞爺湖 G8 サミットには，2008 年を全世界がこの歴史に残る旅の始ま

りとなる記念すべき年とする機会があるのです。 
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図 13：マッキンゼー分析。 

図 14：国連食料農業機関 (FAO)，「2005年・世界の森林資源評価。持続可能な森林管理への前進」FAO 

Forestry Paper，2006年 第147号；マッキンゼー分析。 
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